
八
・
九
世
紀
の
内
裏
任
官
儀
と
前
任
人
歴
名

西

本

昌

弘

八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

【
要
約
】
　
八
世
紀
の
任
官
儀
礼
を
復
元
す
る
試
み
は
、
早
川
庄
八
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
進
展
し
、
平
安
時
代
の
任
官
文
書
の
多
く
が
八
世
紀
に

も
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
早
川
氏
が
注
目
し
た
「
除
目
聞
書
」
に
つ
い
て
は
、
一
〇
世
紀
以
前
に
遡
る
と
い
う
確
証
が
な
く
、

正
倉
院
に
伝
わ
る
二
つ
の
官
人
歴
名
を
「
除
目
聞
書
」
の
先
駆
的
文
書
と
み
る
仮
説
に
は
疑
問
が
あ
る
。
『
西
宮
記
』
や
『
北
山
抄
』
に
は
大
間
や
清
書

　
　
　
　
　
　
　
お
り
な

（
実
名
）
と
と
も
に
下
名
な
る
任
官
文
書
が
み
え
、
内
裏
任
官
儀
で
用
い
ら
れ
た
本
来
の
下
名
に
は
、
参
議
以
上
を
除
く
黒
人
全
員
の
名
を
記
入
し
た
と

い
う
の
で
、
正
倉
院
の
二
つ
の
官
人
歴
名
は
こ
の
下
名
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
が
、
『
内
裏
式
』

や
『
儀
式
』
に
は
、
南
門
外
に
参
集
し
た
黒
人
を
可
任
人
骨
名
（
の
ち
の
下
名
）
に
よ
っ
て
点
検
す
る
唱
計
の
儀
や
、
親
王
の
除
目
と
臣
下
の
除
目
と
を

区
別
し
て
読
み
上
げ
る
唱
名
の
儀
な
ど
、
き
わ
め
て
古
式
の
内
裏
饗
宴
儀
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
任
官
式
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
任
官
儀
礼
の
変
遷
史
が
描
き
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
八
巻
二
号
　
【
九
九
五
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
平
安
時
代
の
叙
位
・
除
目
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
め
ざ
ま
し
い
進
展
を
み
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
多
く
は
、
叙
位
・
除
閉
の
詮
擬

過
程
や
加
階
・
叙
爵
・
惚
惚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
儀
式
書
の
系
統
・
伝
来
な
ど
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
早
川
庄
八
氏
は
正
倉
院

に
遺
存
す
る
二
つ
の
官
人
歴
名
を
手
が
か
り
に
、
平
安
時
代
の
任
官
儀
礼
の
分
析
を
も
ふ
ま
え
て
、
八
世
紀
の
任
官
儀
礼
を
復
元
的
に
再
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
試
論
を
提
示
さ
れ
た
。
早
川
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
の
任
官
行
事
の
多
く
が
八
世
紀
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
、
任
官
儀
礼
の
源
流
を
八
世
紀
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
は
こ
う
し
た
早
川
氏
の
分
析
視
角
を
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全
面
的
に
継
承
し
、
一
部
、
早
川
氏
が
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
論
点
を
補
い
つ
つ
、
八
・
九
世
紀
の
任
官
儀
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

①
　
近
年
の
叙
位
．
除
鼠
に
関
す
る
研
究
論
文
に
つ
い
て
は
、
田
島
公
「
源
応
仁
編

　
の
儀
式
書
の
伝
来
と
そ
の
意
義
」
（
『
史
林
十
七
三
－
三
、
一
九
九
〇
年
）
一
〇
七

　
～
一
〇
八
頁
に
、
詳
細
な
文
献
リ
ス
ト
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
　
早
川
庄
入
「
八
世
紀
の
任
官
関
係
文
書
と
任
官
儀
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
官
．

僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。
初
出
は
一
九
八
一
年
）
。
以
下
、
と

　
く
に
注
記
し
な
い
限
り
、
早
川
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ
の
論
考
に
よ
る
。

76　（250）

一
　
正
倉
院
文
書
申
の
二
つ
の
官
人
歴
名

　
早
川
氏
が
注
目
し
た
二
つ
の
官
人
歴
名
と
は
、
A
「
上
階
官
人
歴
名
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
・
第
二
〇
巻
七
四
～
七
五
頁
、
正
倉
院
文
書
続
々

修
第
二
四
鉄
第
五
巻
裏
）
と
、
　
B
「
神
祇
大
輔
中
野
毛
人
等
百
七
人
歴
名
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
・
第
一
五
巻
一
二
九
～
＝
三
一
頁
、
正
倉
院
文
書

続
々
修
第
四
六
嫉
第
五
巻
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
官
人
歴
名
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
田
中
卓
・
野
村
忠
夫
の
両
面
が
検
討
を
加
え
て
お
り
、
田

中
氏
は
B
が
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
繋
主
潮
を
修
正
す
る
と
と
も
に
、
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

B
本
名
は
政
府
の
人
事
に
精
通
し
た
官
人
の
筆
に
な
る
「
覚
書
程
度
の
軽
い
手
控
え
」
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。
一
方
、
野
村
氏
は
A
B
両
文
書

が
中
央
・
地
方
の
四
等
官
を
網
羅
す
る
こ
と
な
く
列
記
し
、
一
、
二
個
所
に
お
い
て
官
名
の
み
記
載
し
て
人
名
を
闘
い
て
い
る
点
は
、
後
世
の

大
間
書
の
書
法
に
類
似
し
て
い
る
と
し
て
、
A
B
歴
名
は
そ
れ
ぞ
れ
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）
四
月
庚
申
お
よ
び
天
平
宝
字
二
年
八
月
癸
卯
の
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

官
に
用
い
ら
れ
た
、
大
観
書
的
な
性
格
の
任
官
関
係
文
書
の
写
し
あ
る
い
は
聞
書
で
あ
ろ
う
と
説
い
た
。
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
一
〇
年
四
月

庚
申
条
と
天
平
宝
竿
二
年
八
月
癸
卯
条
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
童
名
と
二
名
の
任
官
記
事
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
野
村
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
は

『
続
紀
』
の
記
載
原
則
に
も
と
つ
く
省
略
あ
る
い
は
脱
漏
で
、
実
際
に
は
A
B
歴
名
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
多
人
数
の
任
官
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
と
い
う
。

　
A
B
二
つ
の
宮
人
歴
名
が
天
平
一
〇
年
お
よ
び
天
平
宝
字
二
年
の
何
ら
か
の
任
官
関
係
文
書
の
写
し
で
あ
る
点
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
野
村

氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
こ
の
野
村
説
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
の
が
早
川
庄
八
氏
の
研
究
で
あ
る
。
早
川
氏
は
、
①
A
B
歴



名
に
み
ら
れ
る
人
名
に
は
位
階
と
カ
バ
ネ
が
書
か
れ
て
い
な
い
、
②
B
歴
名
に
は
勅
任
宮
と
奏
任
官
と
が
区
別
さ
れ
ず
に
列
記
さ
れ
て
い
る
、

③
官
名
表
記
の
点
か
ら
み
て
、
B
歴
名
は
耳
で
聞
い
た
こ
と
を
筆
録
し
た
「
聞
書
」
で
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
三
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
①
②

の
特
微
を
も
つ
歴
名
風
の
任
官
関
係
文
書
と
し
て
『
中
右
記
』
な
ど
に
み
え
る
「
除
目
聞
書
」
に
注
目
し
、
A
B
二
つ
の
困
睡
は
後
世
の
「
除

目
聞
書
」
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
精
緻
な
実
証
に
裏
づ
け
ら
れ
た
早
川
氏
の
所
論
は
説
得
力
に
富
み
、
異
論
を
さ
し

は
さ
む
の
は
困
難
な
よ
う
に
み
え
る
が
、
早
川
氏
の
「
除
目
聞
書
」
説
を
検
証
す
る
立
場
か
ら
、
上
記
の
二
つ
の
官
人
玉
名
に
つ
い
て
、
私
な

り
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

　
A
　
上
階
官
人
歴
名

　
「
式
部
大
衡
大
伴
毛
巻
」
か
ら
「
（
越
前
）
介
大
伴
首
部
」
に
い
た
る
ま
で
、
お
お
む
ね
上
中
下
三
段
に
分
け
て
官
名
と
人
名
を
列
記
す
る
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
と
、
最
初
か
ら
一
四
行
目
ま
で
は
完
全
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
五
行
團
は
中
段
・
下
段
の
文
字
の
鳶
尾
の
み
が

遺
存
し
、
一
六
行
国
以
降
は
失
わ
れ
て
い
る
。
管
見
に
よ
る
と
、
一
五
行
目
中
段
の
人
名
の
残
画
は
「
万
呂
」
、
下
段
の
官
名
の
残
画
は
「
能

登
」
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
四
行
爵
ま
で
に
記
さ
れ
た
官
名
は
四
五
件
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
（
信
濃
）
橡
」
と
「
（
武

蔵
）
大
目
」
に
は
人
名
の
記
載
が
な
い
の
で
、
官
名
と
人
名
を
と
も
に
記
す
の
は
四
三
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
『
大
日
本
古
文
書
』
は

一
～
二
行
圏
の
「
藤
原
広
嗣
」
の
尻
付
を
「
兼
式
部
卿
」
と
書
き
、
四
行
閉
中
段
の
官
名
を
「
和
泉
佐
」
と
読
む
が
、
早
川
氏
が
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
訂
正
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
『
大
日
本
古
文
書
』
の
誤
記
・
誤
読
で
、
原
文
書
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
兼
式
部
」
「
和

泉
佑
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
野
村
・
早
川
両
三
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
A
「
上
階
官
人
芸
名
」
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
ω
　
こ
の
歴
名
に
記
載
さ
れ
た
人
名
に
は
位
階
と
姓
（
カ
バ
ネ
）
が
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
②
　
列
記
さ
れ
る
官
名
は
い
ず
れ
も
奏
任
官
で
あ
る
が
、
『
続
紀
』
が
こ
の
日
の
任
官
者
と
し
て
掲
げ
る
　
「
左
衛
士
督
」
佐
伯
浄
麻
呂
が
、
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歴
名
末
尾
の
欠
画
部
に
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
勅
任
官
と
奏
任
官
と
が
区
別
さ
れ
ず
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
謝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
③
官
名
の
記
載
順
は
文
官
の
京
官
か
ら
外
官
に
及
ぶ
。
左
衛
士
督
が
歴
名
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
京
官
↓
外
官
↓
武
官
の
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
8

　
　
と
な
る
が
、
こ
れ
は
後
世
の
大
間
書
の
記
載
順
と
等
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ω
　
た
だ
し
、
当
時
は
東
山
道
に
属
し
た
武
蔵
介
・
橡
・
大
目
・
少
目
を
陸
奥
介
の
次
に
掲
げ
、
武
宮
で
あ
る
は
ず
の
鎮
守
判
（
官
）
を
（
武
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
少
目
の
次
に
記
す
点
は
、
職
員
令
や
大
間
書
の
記
載
順
と
一
致
せ
ず
、
官
名
記
載
の
順
序
に
一
部
乱
れ
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
⑤
　
　
「
兼
武
部
少
輔
」
と
書
く
べ
き
を
「
兼
式
部
」
と
し
た
り
、
「
鎮
守
判
官
」
を
「
鎮
守
判
」
、
「
多
治
比
」
を
「
多
比
治
」
と
記
す
な
ど
、

　
　
官
名
・
人
名
記
載
の
一
部
に
省
略
や
転
倒
が
み
ら
れ
る
。
「
（
信
濃
）
橡
」
の
下
の
空
白
部
に
楽
書
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み

　
　
て
も
、
手
控
え
の
案
文
と
い
う
性
格
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
が
A
「
上
階
官
人
歴
名
」
に
み
ら
れ
る
記
載
上
の
特
徴
で
あ
り
、
早
川
民
は
こ
の
う
ち
と
く
に
ω
②
に
注
目
し
た
が
、
本
稿
で
は
ω
㈲

に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
B
　
神
紙
大
輔
中
臣
毛
人
等
百
七
人
歴
名

　
一
紙
の
表
と
裏
に
、
「
神
大
輔
中
二
毛
人
」
か
ら
「
三
川
史
生
安
宿
乙
万
華
」
（
墨
抹
）
に
い
た
る
官
名
・
人
名
一
〇
九
項
を
列
記
し
、
末
尾

に
「
合
百
七
人
」
と
合
計
人
数
を
記
載
す
る
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
宜
名
・
人
名
一
項
、
途
中
の
人
名
一
件
が
墨
抹
さ
れ
て
い
る
の
で
、
残
る

官
名
は
一
〇
八
件
、
人
名
は
一
〇
七
件
と
な
り
、
官
名
と
人
名
を
と
も
に
記
す
の
は
末
尾
の
記
載
通
り
一
〇
七
項
目
い
う
こ
と
に
な
る
。
B
旦

夕
は
A
合
名
以
上
に
走
り
書
き
の
感
が
強
く
、
い
っ
た
ん
書
い
た
文
字
を
墨
聡
し
た
り
、
重
ね
書
き
や
窺
書
に
よ
っ
て
文
字
を
訂
正
し
た
と
こ

ろ
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
正
確
に
読
み
解
く
の
は
困
難
で
、
『
大
日
本
古
文
書
』
に
も
誤
記
や
誤
読
が
少
な
く
な
い
。
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に

よ
る
解
読
に
は
限
界
も
あ
る
が
、
判
読
不
能
の
重
ね
書
き
に
つ
い
で
は
保
留
し
、
現
時
点
に
お
け
る
次
善
の
判
読
試
案
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
（
早
川
氏
に
な
ら
っ
て
、
各
項
に
通
し
番
号
を
付
す
）
。



八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

（
オ
モ
テ
）

1
神
大
輔
中
臣
毛
人
　
2
少
輔
忌
部
砦
万
呂
　
3
大
佑
今
木
虫
万
呂

4
少
佑
中
臣
松
成
　
5
大
志
忌
部
諸
足
　
6
大
政
官
大
弁
藤
原
御
楯
兼

7
大
中
弁
石
川
豊
成
　
8
外
少
記
田
口
大
立
　
9
壷
大
忠
中
臣
浄
万
呂
蕪

10

?
務
大
丞
阿
倍
魚
道
　
1
1
少
丞
田
口
石
足
　
1
2
大
録
田
邊
樫
實

13

ｭ
録
白
鳥
小
田
万
呂
　
1
4
侍
従
藤
原
御
楯
　
1
5
内
舎
人
百
斉
文
鏡

（
x
掃
守
）

16

ﾁ
茂
浄
足
　
1
7
當
麻
大
庭
　
1
8
石
川
浄
万
呂
　
1
9
佐
伯
人
万
呂

　
．
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
口
備
）

20

ﾃ
位
石
川
継
成
　
2
1
他
田
人
成
　
2
2
阿
倍
吉
人
　
2
3
阿
倍
山
守

24

ｾ
田
鵜
養
　
2
5
大
監
物
佐
伯
三
方
　
2
6
大
内
記
罠
置
蓑
万
呂

　
　
　
　
　
（
×
佑
）

27

ｶ
大
舎
人
大
允
巨
勢
津
万
呂
　
2
8
大
属
百
斉
秋
田
　
2
9
少
属
大
宅
真
立

　
　
　
　
　
（
x
鍔

30

E
大
舎
人
大
允
丹
比
公
子
　
3
1
大
属
當
麻
乙
万
呂
　
3
2
内
蔵
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
佑
）

　
安
倍
甲
由
　
3
3
陰
陽
頭
藤
原
葛
万
呂
　
3
4
允
中
臣
志
袈
猪
甘

35

熄
?
員
助
牛
鹿
小
道
　
3
6
内
薬
頭
難
波
奈
良
　
3
7
佑
禾
田
道
万
呂
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
葛
）

38

蝸
逑
ｪ
安
倍
有
万
呂
　
3
9
式
マ
少
輔
藤
原
久
須
万
呂
兼
　
4
0
少
丞
大

　
伴
浄
足
　
4
1
治
マ
少
丞
紀
家
守
　
4
2
雅
楽
助
穂
積
小
東
人
　
4
3
賦
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
佑
）

　
頭
土
師
蓑
万
呂
　
4
4
主
計
大
允
志
斐
豊
濱
　
4
5
兵
部
大
輔
藤

　
原
真
先
　
4
6
少
輔
紀
牛
甘
　
4
7
少
丞
安
倍
真
道
　
4
8
石
川

名
足
　
4
9
少
録
土
師
権
取
　
5
0
造
兵
少
令
史
中
臣
水
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
大
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
佑
□
）

51

蜻
?
少
輔
百
斉
元
忠
　
5
2
少
丞
石
川
望
足
　
5
3
掃
守
令
史
土
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
佑
日
）

　
古
万
呂
　
5
4
漆
マ
佑
大
原
津
万
呂
　
5
5
令
史
丸
マ
以
悲
　
5
6
宮

79　（253）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
醤

　
内
大
輔
神
名
備
伊
吉
　
5
7
大
録
中
臣
マ
牛
甘
　
5
8
大
膳
安
曇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
難
波
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
×
内
）
　
≧
ミ
≧
≧
≧

浄
成
　
5
9
木
工
頭
當
麻
浄
足
　
6
0
典
薬
助
味
淳
瀧
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
し
く
　
　
く
　
ミ
く
　
ミ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
察

61

熨
V
典
膳
高
橋
廣
道
　
6
2
弾
正
巡
遊
石
川
垣
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

63

E
京
大
進
安
倍
廣
人
　
6
4
少
進
海
犬
五
百
依
　
6
5
津
少
進

　
舩
虫
万
呂
　
6
6
大
和
守
藤
原
真
前
兼
　
6
7
伊
勢
介
笠
真
足

68

蜩
ﾉ
安
倍
己
知
　
6
9
少
橡
田
口
牛
甘
　
7
0
少
目
佐
味
豊
永
　
7
1
尾
張
介
水

　
海
三
舩
　
7
2
橡
波
多
蓑
万
呂
　
7
3
三
河
目
葛
井
犬
君
、
7
4
駿
河
橡
飯
高

　
嶋
守
　
7
5
上
総
大
目
舩
東
人
　
7
6
少
目
丹
比
靱
負
嶋
万
呂
　
7
7
上
野

　
介
縣
犬
吉
男
r
7
8
橡
波
太
虫
万
呂
　
7
9
下
野
操
石
上
家
成

80

?
濃
守
上
道
正
道
　
8
1
越
前
員
外
介
長
野
霜
足

82

蝟
ﾚ
安
倍
祖
足
　
8
3
丹
波
守
大
蔵
万
呂
　
8
4
介
藤
原
小
湯
万
呂

85

ﾉ
紀
佐
良
志
奈
　
8
6
丹
後
守
藤
原
楓
万
呂

（
ウ
ラ
）

87

A
馬
介
石
川
廣
成
　
8
8
橡
安
倍
浄
目
　
8
9
播
磨
員
外
介

　
當
麻
浄
成
兼
　
9
0
大
目
坂
本
男
足
　
9
1
少
目
秦
大
万
呂

92

�
O
目
大
伴
宅
足
　
9
3
備
中
少
目
布
勢
益
立
　
9
4
安
藝

　
加

　
目
陽
安
人
　
9
5
長
門
少
目
舩
諸
上
　
9
6
讃
岐
大
目
大
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹

　
上
万
呂
　
9
7
土
佐
目
穴
太
三
宅
万
呂
　
9
8
肥
後
介
大
原
少
万
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
鉗
）

99

書
蛹
ｴ
人
足
　
期
日
向
守
安
倍
黒
万
呂
　
期
但
馬
史
生

80　（254）



八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

　
日
下
マ
阿
且
万
呂
　
魏
三
川
史
生
安
宿
乙
万
呂

　
　
　
（
×
尉
）

那
衛
門
府
大
志
日
置
武
相
志
　
掛
中
衛
府
将
曹
中
阻
志

　
　
　
　
～
×
左
）

斐
弓
張
　
螂
右
衛
士
府
督
大
伴
犬
甘
　
踊
大
尉
大
和
斐
太
万
呂

　
　
　
　
　
　
　
（
x
左
）

即
少
憲
小
治
田
伯
　
鵬
右
兵
衛
少
尉
阿
倍
上
万
呂

鵬
三
川
史
生
安
宿
乙
万
呂

　
㌔
～
　
㌧
〈
　
〉
へ
　
㌔
～
　
ヒ
　
≧
　
　
≧
　
ミ
　
　
㌔
～

　
合
百
七
人

　
ま
ず
、
『
大
日
本
古
文
書
』
（
以
下
、
大
臼
古
と
略
称
す
る
）
と
の
校
異
を
示
し
て
お
こ
う
。
大
日
古
は
4
を
「
中
臣
近
県
」
と
読
む
が
、
三
字

目
は
「
椀
」
よ
り
は
　
「
松
」
に
近
い
。
『
世
紀
』
宝
亀
一
〇
年
正
月
甲
子
条
に
中
臣
松
成
が
正
六
雪
上
か
ら
外
灯
五
位
下
に
昇
叙
し
た
と
あ
る

の
で
、
4
は
「
中
臣
松
成
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
7
を
大
日
古
は
「
左
中
弁
石
川
豊
成
」
と
す
る
が
、
原
文
書
で
は
「
大
中
弁
」
と
書
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
太
〕

て
い
る
。
「
大
中
弁
」
と
は
「
大
政
宮
の
中
歯
」
を
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
7
を
「
左
中
弁
」
と
判
読
し
た
場
合
、
石
川
豊
成
は
こ
の
の
ち

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
七
月
丁
霊
に
左
中
弁
に
任
じ
て
い
る
た
め
、
同
一
人
物
が
一
年
足
ら
ず
の
間
に
二
度
も
左
中
弁
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
問
題
と
な
る
が
、
「
大
中
弁
」
で
は
必
ず
し
も
左
中
弁
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
右
中
弁
か
ら
左
中
弁
へ
転
任
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

大
日
古
の
1
0
「
阿
部
魚
道
」
は
「
阿
倍
」
の
誤
植
。
4
3
を
大
日
古
は
「
感
官
頭
」
と
す
る
が
、
一
字
目
は
「
繊
」
よ
り
も
「
賊
」
や
「
賦
」
の

字
に
近
く
、
二
字
目
は
「
瞭
」
と
は
読
め
ず
、
む
し
ろ
「
儀
」
字
に
近
い
。
「
賦
」
は
「
敏
偏
に
通
じ
、
「
敏
」
に
は
死
骸
を
収
め
葬
る
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
あ
る
の
で
、
4
3
は
「
賦
儀
頭
」
と
判
読
し
、
喪
儀
頭
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
4
9
を
大
日
古
は
「
土
師
器
取
」
と
す
る
が
、
三
字
昌

は
「
櫨
砿
よ
り
は
「
梅
」
の
字
に
近
い
。
「
土
師
権
取
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
6
0
を
大
日
古
は
「
味
原
瀧
口
し
と
読
む
が
、
二
字
目
は

「
原
」
で
は
な
く
「
淳
厚
で
あ
る
。
こ
の
「
味
淳
瀧
口
」
は
『
続
紀
』
天
平
宝
字
二
年
七
月
庚
艶
話
に
み
え
る
「
味
得
瀧
丘
」
と
同
一
人
物
で

　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巡
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
察

あ
ろ
う
。
6
2
を
大
日
古
は
「
弾
正
川
邊
」
と
す
る
が
、
原
文
書
で
は
「
弾
正
真
際
」
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
大
日
古

　
　
　
筑
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
　
　
　
　
　
ミ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
〔
黒
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧

の
9
8
「
肥
後
介
」
は
「
肥
後
介
」
に
、
㎜
の
「
安
倍
里
万
頃
」
は
「
安
倍
黒
万
呂
」
に
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
》
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍉
く

81　（255）



　
B
玉
名
に
は
こ
の
ほ
か
、
一
度
書
い
た
文
字
を
重
ね
書
き
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
個
所
が
多
く
み
ら
れ
る
。
判
読
で
き
る
限
り
に
お
い
て
重
ね

書
き
部
分
の
補
正
例
を
示
す
と
、
「
掃
守
」
を
「
加
茂
」
に
訂
正
し
た
1
6
、
「
大
悲
」
を
「
大
堀
」
に
訂
正
し
た
2
7
・
3
0
・
4
4
、
「
佑
」
を
「
允
」

に
補
訂
し
た
3
4
、
「
葛
万
事
」
を
「
久
須
天
養
」
に
補
訂
し
た
3
9
、
「
大
丞
」
を
「
少
丞
」
に
補
正
し
た
5
2
、
「
佑
」
を
「
令
史
」
に
訂
正
し
た

53

E
5
5
、
「
内
薬
」
を
「
典
薬
」
に
修
正
し
た
6
0
、
「
痛
止
」
を
「
但
馬
」
に
訂
正
し
た
血
、
「
大
尉
」
を
「
大
志
」
に
訂
正
し
た
鵬
、
「
左
」
を

「
右
」
に
補
正
し
た
鰯
・
鎚
な
ど
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
判
読
試
案
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
野
村
・
早
川
両
氏
の
指
摘
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
B
乙
名
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
ω
　
こ
の
逸
名
に
記
載
さ
れ
る
人
名
に
は
、
2
0
に
み
え
る
「
品
位
」
を
例
外
と
し
て
、
位
階
と
姓
（
カ
バ
ネ
）
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
②
　
列
挙
さ
れ
る
官
名
に
は
勅
任
・
奏
任
・
准
奏
任
（
1
5
の
内
舎
人
）
・
式
部
判
補
（
m
の
但
馬
史
生
と
魏
・
姻
の
三
川
史
生
）
の
四
種
が
あ
る
。
式

　
　
並
判
補
の
国
史
生
が
記
さ
れ
る
点
は
特
異
で
あ
る
が
、
勅
任
宮
と
奏
任
官
を
区
別
せ
ず
に
列
記
す
る
点
は
、
後
世
の
大
自
書
の
書
式
と
等

　
　
し
く
、
前
述
し
た
A
歴
名
の
推
定
原
形
と
も
同
じ
で
あ
る
。

　
③
官
名
の
記
載
順
は
文
官
の
京
官
か
ら
外
官
・
史
生
に
及
び
、
最
後
に
武
官
・
史
生
（
墨
抹
）
を
載
せ
て
い
る
。
武
官
の
曲
名
三
行
分
が
文

　
　
官
の
唐
名
よ
り
一
字
上
げ
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
文
官
と
武
官
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
文
官
・
武
官
の

　
　
宋
尾
に
史
生
を
載
せ
る
点
を
除
き
、
官
名
配
列
は
後
世
の
大
間
書
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。

　
ω
　
た
だ
し
、
7
大
中
弁
の
次
に
8
外
少
記
を
記
す
こ
と
、
2
5
大
監
物
の
次
に
2
6
大
内
記
を
記
す
こ
と
、
7
9
下
野
橡
の
次
に
8
0
美
濃
守
を
記

　
　
す
こ
と
は
、
職
員
令
や
大
間
書
の
記
載
順
と
一
致
せ
ず
、
官
名
記
載
の
順
序
に
一
部
乱
れ
が
存
在
す
る
。

　
⑤
　
神
舐
官
の
副
・
祐
ボ
史
を
「
輔
」
「
佑
」
「
志
」
と
書
き
（
1
～
5
）
、
内
薬
司
・
主
礼
司
（
内
礼
配
）
・
賦
儀
司
（
喪
儀
司
）
の
長
官
た
る
正
を

　
　
「
頭
」
と
記
し
（
3
6
・
3
8
・
4
3
）
、
寮
の
判
官
の
多
く
を
「
佑
」
と
書
い
て
「
允
」
に
訂
正
す
る
（
2
7
・
3
0
・
3
4
・
4
4
）
な
ど
、
カ
ミ
・
ス
ケ
・

　
　
ジ
ョ
ウ
の
漢
字
表
記
が
不
正
確
で
あ
る
。
ま
た
、
少
外
記
が
8
「
外
交
記
」
、
内
礼
正
が
3
8
「
主
多
頭
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

　
　
早
川
民
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
耳
で
聞
い
た
ま
ま
を
筆
録
し
た
聞
書
的
な
記
載
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
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八・九世紀の内裏任官儀と可任入歴名（西本）

　
　
「
掃
守
」
と
書
い
て
「
加
茂
」
に
訂
正
し
た
1
6
、
「
葛
馬
脚
」
と
書
い
て
「
久
須
万
呂
」
に
訂
正
し
た
3
9
、
「
封
馬
」
と
書
い
て
「
但
馬
」

　
　
と
訂
正
し
た
搬
な
ど
は
、
聞
書
に
も
と
つ
く
誤
記
と
い
え
る
し
、
神
祇
を
「
神
」
と
書
く
一
や
掃
部
を
「
掃
守
」
と
記
す
5
3
も
聞
書
に
近

　
　
い
官
名
表
記
と
み
ら
れ
る
。

　
⑥
　
た
だ
し
、
B
歴
名
に
は
こ
の
ほ
か
内
匠
員
外
助
を
3
5
「
内
匠
員
助
」
、
軍
犬
甘
・
縣
犬
甘
を
6
4
「
海
犬
」
・
7
7
「
縣
犬
」
と
書
く
よ
う
な

　
　
省
略
表
記
も
み
ら
れ
（
7
の
「
大
中
弁
」
も
そ
の
一
例
に
含
み
う
る
か
）
、
重
ね
書
き
に
よ
っ
て
、
大
難
を
少
丞
、
佑
を
令
史
、
内
薬
を
典
薬
、

　
　
大
尉
を
大
志
、
左
衛
士
を
右
衛
士
、
左
兵
衛
を
右
兵
衛
に
訂
正
し
た
例
も
多
い
（
5
2
・
5
3
・
5
5
・
6
0
・
螂
・
塒
・
鵬
）
。
オ
ポ
イ
と
ス
ナ
イ
、

　
　
ジ
ョ
ウ
と
サ
カ
ソ
、
ヒ
ダ
リ
と
ミ
ギ
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
音
声
で
は
は
っ
き
り
異
な
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
誤
記
・
訂
正
は
聞
書
で
は
説
明
で

　
　
き
な
い
。

　
以
上
が
B
歴
名
の
特
色
で
あ
る
。
早
川
氏
は
こ
の
う
ち
⑤
の
特
徴
に
注
目
し
て
、
B
歴
名
の
聞
書
文
書
と
し
て
の
性
格
を
重
視
す
る
が
、
B

歴
名
に
は
⑥
の
よ
う
な
特
徴
も
あ
る
の
で
、
聞
書
文
書
で
あ
る
点
の
み
を
強
調
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
B
歴
名
を
見
渡
し
て
み
る

と
、
聞
書
的
な
記
載
は
鋭
但
馬
（
樹
馬
）
史
生
を
除
け
ば
、
4
4
主
計
大
允
（
大
前
）
ま
で
で
終
わ
っ
て
お
り
、
大
と
少
、
佑
と
令
史
、
左
と
右
な
ど

の
誤
記
・
訂
正
は
5
2
（
大
蔵
）
少
丞
（
大
里
）
以
降
に
出
現
す
る
。
こ
の
こ
と
は
B
歴
名
の
う
ち
、
4
4
前
後
ま
で
は
聞
書
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た

の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
は
別
の
方
式
で
筆
録
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
大
と
少
、
佑
と
令
史
、
左
と
右
な
ど
を
誤
記
す
る
場
合
と
し
て
は
、
大
間
書
の
よ
う
な
書
式
の
文
書
を
抄
出
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
大

間
書
で
は
各
官
司
ご
と
に
閾
官
名
が
列
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
大
要
と
上
竪
、
佑
と
令
史
、
左
衛
士
府
と
右
衛
士
府
な
ど
は
、
隣
接
し
た
個
所

に
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
大
間
か
ら
任
官
決
定
者
の
み
を
抜
き
出
す
場
合
、
前
後
に
書
か
れ
た
文
字
に
引
き
ず
ら
れ
て
、

大
難
と
少
丞
、
佑
と
令
史
、
左
衛
士
府
と
右
衛
士
府
な
ど
の
文
墨
を
誤
記
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
B
歴
名
の

作
成
過
程
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
4
4
前
後
ま
で
は
主
と
し
て
大
間
風
の
文
書
を
読
み
上
げ
る
声
を
聞
き
な
が

ら
筆
録
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
は
そ
の
文
書
を
実
見
し
な
が
ら
書
写
し
た
の
で
あ
る
と
。
B
昇
降
が
単
純
な
聞
書
文
書
で
は
な
く
、
も
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と
に
な
る
文
書
を
披
見
し
な
が
ら
筆
録
し
た
部
分
も
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
B
歴
名
に
国
史
生
が
み
え
て
い
る
の
は
、
後
世
の
大
間
書
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
が
、
期
但
馬
史
生
と
魏
三
川
史
生
が
文
官
の

末
尾
に
記
さ
れ
、
姻
三
川
史
生
が
武
官
の
宋
尾
に
記
載
・
墨
抹
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
奏
任
官
以
上
を
列
記
し
た
大
間
書
的
文
書
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

別
に
、
史
生
だ
け
を
記
し
た
任
官
名
簿
が
存
在
し
、
こ
の
二
つ
の
文
書
を
聞
書
あ
る
い
は
転
写
し
な
が
ら
、
B
歴
名
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
森
田
悌
氏
は
B
歴
名
に
史
生
が
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
こ
れ
を
除
罠
の
場
で
の
傍
聴
録
と
み
る
早
川
説
に
疑
問
を
呈
し
、
官
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

表
記
の
不
正
確
さ
は
聞
書
ゆ
え
で
は
な
く
、
私
的
文
書
ゆ
え
の
特
徴
で
あ
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
B
歴
名
の
主
体
が
奏
任
官
以
上
の
名
簿
で

あ
り
、
そ
の
背
景
に
大
間
書
的
な
任
官
文
書
が
想
定
し
う
る
こ
と
は
、
早
川
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
B
歴
名
の
前
半
部
に
聞
書

的
な
記
載
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
傍
聴
録
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
史
生
が
併
記
さ
れ
て
い
る
点
の
み
か
ら
、
B
山

名
の
聞
書
的
な
性
格
や
、
奏
任
以
上
の
任
官
関
係
文
書
と
し
て
の
側
面
を
、
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
う
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
A
B
物
名
が
聞
書
と
転
写
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
八
世
紀
の
任
官
関
係
文
書
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
を
後
世
の
「
除
目
聞
書
」
の

先
駆
的
文
書
と
み
た
早
川
説
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
に
よ
る
と
、
除
目
聞
書
の
初
見
は
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
～
〇
二
）
二
月
二

日
条
に
、

　
　
辰
始
許
、
聞
書
除
目
、
資
平
・
大
外
記
敦
諸
等
送
之
、
即
資
平
従
内
罷
出
云
、
爆
撃
諸
卿
上
受
領
挙
策
、
聞
書
除
書
、
常
陸
守
藤
原
通
経
、
後
書
送
云
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
云
力
〕

　
　
藤
原
信
通
、
又
小
選
≧
、
猶
通
経
云
≧
、
此
間
縦
横
、
其
心
欝
結
、
某
説
之
、
執
筆
人
誤
通
経
書
信
通
、
佃
被
仰
清
書
上
被
改
書
通
経
云
≧
、
飯
初
除
書

　
　
大
失
錯
也
、

と
あ
る
記
事
で
、
除
目
入
眼
・
清
書
の
翌
朝
、
大
納
言
藤
原
実
資
の
も
と
に
養
子
の
藤
原
難
平
（
と
き
に
侍
従
）
お
よ
び
大
外
記
菅
野
敦
頼
か
ら
、

聞
書
除
書
（
あ
る
い
は
聞
書
と
受
書
）
が
送
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
で
さ
え
A
B
歴
名
の
時
代
か
ら
は
約
二
五
〇
年
も
の
ち
の
も

の
で
あ
り
、
除
目
聞
書
が
八
世
紀
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
七
節
聞
書
の
こ
と
は
『
西
宮
記
』
や
『
北
山
抄
』

な
ど
に
も
み
え
ず
、
一
〇
世
紀
以
前
の
任
官
儀
礼
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
後
世
の
除
目
聞
書
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に
は
、
A
B
歴
覧
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
官
名
配
列
の
一
部
の
乱
れ
や
、
官
名
・
人
名
の
略
記
・
転
倒
や
聞
書
的
表
記
が
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、

A
B
歴
名
の
源
流
と
み
る
に
は
や
や
問
題
を
残
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
除
目
聞
書
の
実
態
に
は
未
解
明
の
部
分
が
多
く
、
そ
れ
が
文
字
通
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
聞
書
」
で
あ
る
の
か
ど
う
か
さ
え
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
平
安
末
期
の
史
料
を
み
る
限
り
、
除
目
聞
書
は
ま
っ
た
く
私
的
な
文
書
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
よ
り
は
、
広
い
範
囲
へ
の
配
布
を
前
提
と
す
る
公
的
な
性
格
の
強
い
文
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
、
早
川
氏
の
除
鼠
聞
書
説
は
問
題
提
起
的
な
一
仮
説
で
あ
っ
て
、
八
世
紀
に
大
藩
書
と
深
く
関
わ
る
任
官
文
書
が
存
在
し
た
こ
と

を
論
証
し
た
点
に
こ
そ
、
早
川
氏
の
大
き
な
功
績
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
必
ず
し
も
除
目
聞
書
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
こ
れ

に
代
わ
る
任
官
関
係
文
書
を
探
し
求
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
A
B
君
名
の
諸
費
微
と
よ
く
一
致
す
る
文
書
で
、
『
西
宮
記
臨
や
『
北
山
抄
』

に
も
記
載
の
あ
る
任
官
文
書
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
以
下
、
早
川
氏
が
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
任
官
関
係
文
書
を
求
め
て
、
平

安
時
代
の
任
官
儀
礼
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

①
田
中
卓
A
「
所
謂
「
上
階
官
人
襲
名
」
に
つ
い
て
」
（
『
吉
日
本
紀
研
究
』
三
－

　
二
、
一
九
五
六
年
）
、
同
B
「
唐
風
官
名
よ
り
み
た
る
仲
麻
呂
政
権
の
実
体
」
（
『
社

　
会
問
題
研
究
』
六
i
～
、
一
九
五
六
年
）
。

②
　
野
村
忠
夫
A
「
所
謂
「
上
階
官
入
署
名
」
断
簡
私
見
」
（
『
黒
日
本
紀
研
究
』
三

　
－
五
、
　
～
九
五
六
年
）
、
同
B
「
所
謂
「
上
階
官
人
歴
巡
」
断
簡
補
考
」
（
『
続
日

　
本
紀
研
究
』
一
一
　
一
七
、
　
一
九
五
六
年
）
。

③
武
蔵
国
は
宝
亀
二
年
（
七
七
　
）
に
東
山
道
か
ら
東
海
道
に
改
属
さ
れ
た
（
『
続
．

　
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
一
〇
月
己
卯
条
）
。

④
　
八
世
紀
の
鎮
守
府
は
陸
奥
圏
府
と
同
じ
機
構
内
に
あ
り
、
国
府
の
被
官
と
し
て

　
扱
わ
れ
て
い
た
。
中
央
武
官
と
は
異
な
る
こ
う
し
た
特
性
か
ら
、
鎮
守
府
の
判
官

　
は
東
山
道
諸
腰
の
宋
尾
に
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
野
村
忠
夫
注
②
A
論
文
七

　
頁
参
照
）
。

⑤
田
中
卓
注
①
B
論
文
二
一
頁
、
お
よ
び
野
村
忠
夫
注
②
B
論
文
三
頁
は
、
天
平

　
宝
字
三
年
七
月
丁
卯
に
石
川
豊
成
は
左
中
弁
に
再
任
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。

⑥
短
期
間
で
左
（
右
）
三
二
か
ら
右
（
左
）
思
弁
に
転
任
し
た
例
と
し
て
、
炎
応

　
元
年
（
七
八
一
）
五
月
の
紀
家
守
（
一
八
日
後
）
、
㌔
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
九
月

　
の
大
伴
弟
麻
呂
（
約
九
ケ
月
後
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
『
大
日
本
吉
文
醤
隠
の
4
3
「
職
照
頭
」
が
「
諸
陵
頭
」
ま
た
は
「
喪
芋
頭
し
の

　
誤
記
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
早
川
庄
八
氏
が
指
滴
し
て
い
る
。

⑧
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
三
（
岩
波
需
店
、
｝
九
九
二
年
）
二
五

　
七
頁
の
脚
注
一
四
は
、
味
淳
瀧
丘
と
味
原
瀧
口
と
は
「
同
一
人
物
か
」
と
推
定
し

　
て
い
る
。

⑨
『
重
日
本
紀
』
天
平
元
年
五
月
庚
戌
条
の
太
政
官
処
分
に
よ
る
と
、
式
部
判
補

　
の
諸
国
史
生
や
謙
侯
等
が
赴
任
す
る
さ
い
に
は
、
「
関
司
勘
過
」
を
語
を
記
し
た

　
式
部
省
符
を
下
し
て
い
た
が
、
こ
の
語
は
弁
官
で
な
け
れ
ば
使
え
な
い
の
で
、
今

　
後
は
補
任
の
の
ち
交
名
を
具
注
し
て
弁
官
に
送
り
、
弁
官
か
ら
諸
国
に
符
を
下
す
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よ
う
に
せ
よ
と
あ
る
。
天
平
元
年
以
降
、
式
部
省
が
諸
国
史
生
等
の
補
任
名
簿
を

　
作
成
し
、
こ
れ
を
も
と
に
弁
官
か
ら
任
符
が
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑩
森
田
悌
「
書
評
早
川
庄
八
「
八
世
紀
の
任
官
関
係
文
書
と
任
官
儀
に
つ
い

　
て
」
」
（
『
法
制
史
研
究
』
三
二
、
一
九
入
三
年
）
。

⑪
　
寛
弘
八
年
二
月
二
日
の
早
朝
、
藤
原
実
資
の
も
と
に
「
聞
書
聖
書
」
が
送
ら
れ

　
て
き
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ
の
前
日
の
除
目
に
お
い
て
実
資
は
入
眼
ま
で
立

　
ち
会
わ
ず
、
物
忌
の
た
め
に
二
二
刻
に
退
出
し
て
い
る
（
『
小
右
記
隔
）
。
除
目
聞

　
書
の
こ
と
は
『
中
右
記
』
に
も
散
見
す
る
が
、
注
尽
す
べ
き
こ
と
に
、
藤
原
宗
忠

　
が
除
目
聞
霞
を
披
見
し
て
い
る
の
は
、
宗
忠
が
前
日
の
除
目
入
眼
を
所
労
の
た
め

　
に
途
中
退
席
し
た
と
き
に
限
ら
れ
て
い
た
（
天
永
二
年
　
一
月
二
八
日
条
、
大
治

　
二
年
正
月
二
〇
正
条
、
同
四
年
一
〇
月
九
日
条
、
同
五
年
…
○
月
五
日
条
）
。
こ

　
う
し
た
事
実
は
、
公
卿
や
弁
官
に
と
っ
て
除
貝
聞
轡
と
は
、
大
望
へ
の
入
眼
や
清

　
書
以
前
に
退
出
し
た
特
需
に
の
み
、
披
見
す
べ
き
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

　
い
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
興
昧
深
い
の
は
、
入
眼
・
奏
上
の
お
わ
っ
た
大
間
が
清

　
磐
上
部
に
下
給
さ
れ
る
さ
い
、
殿
上
に
お
い
て
公
卿
・
侍
臣
が
大
間
を
披
見
し
た

　
こ
と
が
、
『
中
右
記
』
に
た
び
た
び
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
嘉
保
二
年
正
月
二

　
八
日
、
康
和
四
年
正
月
二
三
日
、
同
五
年
二
月
三
〇
日
、
長
治
二
年
正
月
二
七

　
日
、
嘉
承
二
年
正
月
二
穴
臼
、
天
仁
元
年
正
月
二
四
日
、
元
永
元
年
正
月
一
九

　
日
、
保
安
元
年
正
月
二
八
日
、
大
治
四
年
正
月
二
四
日
、
長
承
二
年
正
月
二
九
日

号
の
各
条
）
。
清
泉
の
漉
前
に
公
卿
以
下
が
殿
上
で
大
廟
を
披
見
す
る
こ
と
は
、
『
江

　
家
次
第
』
に
も
み
え
る
。
院
政
期
に
は
こ
の
よ
う
に
、
除
目
の
終
了
ま
で
立
ち
会

　
つ
た
公
卿
や
侍
臣
は
、
清
魯
の
直
前
に
大
間
を
実
見
す
る
機
会
が
あ
り
、
こ
の
と

　
き
に
除
目
の
結
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
除
目
聞
書
と

　
は
、
何
ら
か
の
事
憐
で
大
間
を
披
見
で
き
な
か
っ
た
公
卿
・
侍
臣
や
あ
る
い
は
堂

　
上
公
家
な
ど
に
、
そ
の
日
の
除
目
結
果
を
速
報
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
と

　
推
測
ざ
れ
、
そ
の
影
写
の
「
聞
書
」
と
は
耳
で
聞
い
て
書
き
と
め
る
と
い
う
意
味

　
で
は
な
く
、
実
見
す
る
こ
と
な
く
間
接
的
に
聞
知
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

　
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

＠
　
　
『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
　
一
九
一
）
一
一
月
五
日
中
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
京

　
官
除
目
で
藤
原
高
能
が
拝
任
さ
れ
た
が
、
除
目
終
了
後
に
勅
定
を
伝
え
る
使
者
が

　
到
来
し
た
た
め
、
高
能
の
名
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
高
能
拝
任
の

　
こ
と
は
「
上
蜘
．
参
議
．
外
記
之
外
、
未
及
聞
霞
、
他
人
不
知
」
の
た
め
、
そ
れ

　
ほ
ど
支
障
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
注
⑪
に
述
べ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
除
目

　
聞
書
と
は
除
屠
の
場
に
居
会
わ
せ
た
少
数
の
官
人
以
外
の
「
他
人
」
に
、
除
目
の

　
結
果
を
知
ら
せ
る
た
め
の
黒
棚
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
宮
内
壁
書
陵

　
部
所
蔵
の
壬
生
白
州
蔵
『
叙
位
除
目
関
係
文
書
』
に
は
、
室
町
時
代
の
叙
位
聞
磐

　
や
除
目
聞
書
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
の
叙
位
関

　
係
文
書
の
な
か
に
、
正
月
六
日
付
け
の
「
叙
位
聞
書
支
配
」
な
る
文
霞
が
存
在
し

　
（
4
1
1
）
、
同
様
の
文
書
は
明
応
二
年
の
叙
位
関
係
文
書
の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
が

　
で
き
る
（
期
。
た
だ
し
表
題
は
「
叙
位
聞
灘
ど
）
。
二
つ
の
「
叙
位
聞
雷
支
配
」
は
、

　
禁
裏
を
は
じ
め
一
条
殿
・
二
条
殿
・
近
衛
殿
・
鷹
司
殿
な
ど
三
〇
数
家
か
ら
四
〇

　
数
家
に
お
よ
ぶ
堂
上
公
家
名
を
列
記
し
、
そ
の
う
ち
の
火
半
に
中
点
を
付
し
た
も

　
の
で
、
明
応
二
年
の
も
の
に
は
「
廣
橋
」
と
書
い
て
暴
抹
し
、
「
内
記
也
、
不
及

　
遣
聞
書
無
毒
」
と
注
記
し
た
個
所
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
が
叙
位
聞
譲
を
差
遣
す

　
べ
き
家
々
の
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
室
町
時
代
に
は
、
叙
位
議

　
の
結
果
を
記
し
た
叙
位
聞
書
が
、
禁
裏
や
裳
上
公
家
に
配
布
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

　
る
。
こ
う
し
た
慣
行
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
平
家
物
語
』
巻
四
、
通
乗
之

　
沙
汰
や
『
押
源
平
盛
衰
記
』
巻
一
響
七
、
　
周
武
王
繋
累
王
事
、
尊
爵
巻
ゴ
エ
ハ
、
帽
畑
原
除

　
目
審
、
『
吾
妻
鏡
』
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
四
月
一
〇
日
条
な
ど
に
み
え
る
記

　
事
か
ら
は
、
除
目
聞
書
（
除
盤
）
が
公
卿
や
侍
臣
に
限
ら
ず
、
よ
り
広
範
な
家
々

　
に
配
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
、
堂
上
公
家
へ
の
叙
位
聞
霧
．
除
目

　
聞
書
の
配
布
は
、
平
安
宋
磁
に
ま
で
遡
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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二
　
平
安
時
代
の
任
官
儀
礼
と
旧
名
・
下
名

　
平
安
時
代
の
任
官
儀
と
そ
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
『
西
宮
記
』
以
下
の
儀
式
書
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
除
去
三

密
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
諸
文
書
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
除
爵
の
結
果
を
記
載
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
な

み
た
い
。
除
目
が
終
了
し
た
の
ち
の
任
官
儀
礼
は
へ
除
目
清
書
と
除
闘
下
名
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
除
目
清
書
は
、
内

裏
宜
陽
殿
南
廟
の
議
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
除
目
下
名
に
つ
い
て
は
、
『
西
宮
記
』
が
太
政
官
庁
で
行
わ
れ
る
儀
と
内
裏
南
殿
で
行
わ
れ

る
儀
と
を
併
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
北
山
抄
』
と
『
江
家
次
第
』
は
太
政
官
庁
儀
の
み
を
載
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
『
西
宮
記
』
を

中
心
に
、
一
部
『
北
山
抄
』
と
『
江
家
次
第
』
で
補
い
つ
つ
、
議
所
に
お
け
る
除
目
清
書
の
次
第
と
、
太
政
官
庁
に
お
け
る
除
目
下
名
の
次
第

を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
　
　
〔
除
目
清
書
〕

　
　
ω
除
目
の
身
骨
が
終
了
し
、
す
べ
て
の
任
官
者
名
が
大
間
に
記
入
（
入
眼
）
さ
れ
る
と
、
執
筆
の
大
臣
は
大
間
の
受
配
に
日
付
け
を
書
き
入
れ
、
こ
れ

　
　
　
を
天
皇
に
奏
上
す
る
。

　
　
②
　
大
患
が
天
覧
か
ら
返
給
さ
れ
る
と
、
清
書
の
上
卿
が
大
間
を
読
み
上
げ
、
こ
れ
を
参
議
が
清
書
す
る
。
あ
る
い
は
参
議
一
両
が
大
間
を
放
ち
（
大
間

　
　
　
の
継
目
を
離
し
）
、
相
分
か
れ
て
清
書
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
③
清
書
が
終
わ
る
と
、
外
記
が
大
間
を
続
け
（
大
間
の
継
目
を
継
ぎ
直
し
）
、
上
卿
が
清
書
（
心
心
）
を
奏
上
す
る
。

　
　
ω
　
清
書
（
召
名
）
の
ほ
か
に
下
名
も
記
さ
れ
る
が
、
下
名
は
奏
上
せ
ず
、
大
上
と
と
も
に
議
所
に
留
め
ら
れ
る
。

　
　
　
〔
除
目
下
名
〕

　
　
⑤
　
下
名
上
卿
が
内
裏
の
議
所
に
着
し
、
二
省
（
式
部
省
・
兵
部
省
）
の
丞
を
召
し
て
、
下
名
を
給
う
。

　
　
⑥
　
上
卿
は
参
議
以
上
を
率
い
て
太
政
官
庁
に
移
り
、
清
書
（
召
名
）
の
篤
を
も
っ
た
外
記
が
こ
れ
に
従
う
。
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⑦
　
上
卿
が
「
大
靹
火
の
官
を
、
式
の
省
・
兵
の
省
に
名
付
給
て
、
候
は
し
む
る
人
等
濃
い
て
参
詣
」
と
宣
す
と
、
太
政
官
庁
南
門
よ
り
弁
・
少
納
言
・

　
外
記
・
史
・
二
省
輔
以
下
が
参
入
す
る
。

⑧
　
上
卿
は
二
省
の
輔
に
知
名
（
清
書
）
を
給
う
。
輔
は
二
省
の
録
に
召
名
を
授
け
て
、
こ
れ
を
読
み
上
げ
さ
せ
る
（
も
し
黄
紙
が
あ
れ
ば
、
丞
に
授
け

　
て
読
み
上
げ
さ
せ
る
）
。
名
を
召
さ
れ
た
者
が
そ
の
座
に
あ
れ
ば
、
立
ち
上
が
っ
て
唯
と
称
す
。

⑨
　
儀
式
が
終
わ
る
と
、
召
名
（
清
書
）
の
正
文
は
二
黒
か
ら
外
記
に
渡
さ
れ
、
外
記
は
一
通
を
写
し
て
任
墓
所
に
、
さ
ら
に
一
通
を
写
し
て
蔵
人
所
に

　
進
上
す
る
。
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以
上
が
内
裏
議
所
に
お
け
る
除
闘
清
書
と
太
政
官
庁
に
お
け
る
除
目
下
名
の
次
第
で
あ
る
が
、
二
つ
の
儀
式
の
な
か
で
作
成
も
し
く
は
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
な

さ
れ
た
文
書
は
、
大
間
（
大
間
書
）
・
清
書
（
召
名
）
・
下
名
の
三
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
大
間
は
塊
茎
・
外
官
・
武
官
の
順
に

闘
官
名
を
列
挙
し
た
巻
物
で
、
除
目
詮
擬
が
終
了
す
る
と
、
閾
官
名
の
下
の
空
白
部
に
任
官
者
の
位
階
・
氏
・
姓
・
名
が
記
入
さ
れ
た
。
ま
た
、

清
書
（
召
名
）
は
大
間
か
ら
①
勅
任
官
、
②
公
卿
の
兼
官
民
国
、
③
奏
任
官
を
書
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
名
・
位
階
・
氏
・
姓
・
名
を
列
記
し

た
文
書
で
、
①
勅
任
除
目
（
黄
紙
に
書
く
）
は
「
勅
」
と
書
き
出
し
、
②
奏
任
別
紙
除
目
と
③
奏
任
除
目
（
と
も
に
紙
屋
紙
に
書
く
）
は
、
い
ず
れ
も

「
太
政
官
謹
奏
」
と
書
き
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
大
間
（
大
間
書
）
や
清
書
（
心
願
）
は
早
川
氏
の
研
究
に
も
詳
し
く
と
り
上
げ
ら
れ
、
多
く

の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
方
面
下
名
に
関
し
て
は
、
辞
典
類
以
外
に
ま
と
ま
っ
た
専
論
が
な
く
、
『
西
宮
記
』
以
下
の
儀
式
書
の
記
述
か
ら
も
、
そ
の
具

体
的
な
用
途
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
㈲
太
政
官
庁
へ
の
参
入
に
先
立
ち
、
議
所
に
お
い
て
上
卿
か
ら
二
省
丞
に
下
名
が
下
給

さ
れ
て
い
る
、
㈲
下
名
を
授
け
ら
れ
た
二
省
丞
は
太
政
官
庁
南
門
に
向
か
い
、
二
百
輔
以
下
と
合
流
し
て
い
る
、
㈲
太
政
宮
庁
内
の
上
卿
が

「
大
靹
火
の
官
を
、
式
の
省
・
兵
の
省
に
名
付
給
て
、
候
は
し
む
る
人
等
古
い
て
参
来
」
と
宣
し
た
の
ち
に
、
弁
を
先
頭
に
し
て
二
省
輔
以
下

が
参
入
し
て
い
る
、
な
ど
の
点
か
ら
考
え
て
、
下
名
と
は
式
部
・
兵
部
の
二
丁
が
任
宮
式
場
に
参
入
す
る
以
前
に
、
南
門
外
で
任
人
を
点
検
す

る
さ
い
の
名
簿
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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下
名
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
前
田
家
巻
子
本
の
『
西
宮
記
』
巻
二
、
除
目
に
、

　
　
下
名
様
、
簾
雛
酪
葺
酩
パ
轡
尉
獅
爆
脚
燃
確
撚
駝
ポ
・

　
　
　
四
位

　
　
　
　
姓
朝
臣

　
　
　
五
位

　
　
　
　
姓
朝
臣
名

　
　
　
初
位
已
上

　
　
　
　
姓
名
、
呂
上
不
過
四
五
人
、

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
［
月
　
　
日
　
　
已
上
新
紙
、
外
詑
諮
自
蔵
人
所
、

と
あ
り
、
参
議
以
上
を
除
く
四
位
以
下
の
任
人
名
を
、
文
官
と
武
官
と
に
分
け
て
、
各
位
そ
れ
ぞ
れ
四
・
五
人
以
内
ず
つ
大
間
よ
り
抄
出
す
る

と
い
う
。
ま
た
、
大
間
や
清
書
と
は
異
な
り
、
下
名
は
奏
上
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
下
名
の
書
様
は
『
江
家
次
第
』
巻
四
、
除
目
に
も
み
え

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
四
位
・
五
位
・
六
位
の
任
人
が
各
三
名
ず
つ
抄
出
さ
れ
、
四
位
は
「
藤
原
朝
臣
x
エ
」
、
五
位
は
「
橘
朝
臣
x
鼠
」
、
六

位
は
「
紀
x
玉
x
」
と
表
記
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
『
西
宮
記
』
の
人
名
記
載
法
と
比
べ
る
と
、
四
位
の
万
人
の
名
を
明
記
す
る

点
が
異
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
西
宮
記
』
と
『
江
家
次
第
』
に
み
え
る
下
名
が
、
大
間
か
ら
一
部
の
任
人
名
を
抄
出
し
た
名
簿

で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、
本
来
の
下
名
が
参
入
前
に
黒
人
を
点
検
す
る
た
め
の
名
簿
と
関
わ
る
と
す
る
と
、
任
人
名
の
一
部
だ
け
を
抄
出

し
た
下
名
で
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
ず
、
『
西
宮
記
』
や
『
江
家
次
第
』
に
載
せ
る
下
名
の
書
式
が
、
形
骸
化
し
た
の
ち
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
推
測
さ
せ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
二
つ
の
記
事
で
あ
ろ
う
。

　
　
④
　
除
爵
下
名
、
往
代
天
皇
出
御
南
殿
、
有
召
唱
之
儀
、
中
古
以
来
、
於
官
庁
若
外
記
庁
行
之
（
『
江
家
次
第
』
巻
四
、
除
目
）
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落
Q
議
以
上
蕎
白
紙
別
越
婁
政
官
謹
養
露
）
斎
宮
寮
頭
以
六
鐘
署
影
藤
五
位
下
其
後
給
位
貰
下
名
不
必
墨
画
卿

　
　
　
惨
構
騨
（
『
北
山
抄
』
巻
六
、
除
目
清
書
事
）

　
ま
ず
④
に
よ
る
と
、
往
代
の
除
目
下
名
は
内
裏
南
殿
に
天
皇
が
出
御
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
太
政
官
庁
や
外
記
庁
で
行
わ
れ
る
の
は
後
世

の
制
度
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
＠
に
よ
る
と
、
六
位
の
者
が
斎
宮
寮
頭
に
任
じ
た
場
合
、
清
書
（
召
名
）
に
は
従
五
位
下
と
書
き
（
あ
と
で
従
五

位
下
の
位
記
を
発
給
す
る
）
、
下
名
に
は
必
ず
し
も
斎
岩
壁
頭
を
記
入
し
な
い
、
た
だ
し
天
皇
出
御
の
場
合
は
、
参
議
以
上
を
除
く
任
人
名
を
こ

と
ご
と
く
書
入
れ
る
と
あ
る
。
④
と
＠
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
天
皇
が
内
裏
南
殿
に
出
御
し
て
挙
行
さ
れ
た
本
来
の
除
目
下
名
の
儀
で
は
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

名
は
省
略
せ
ず
公
卿
以
外
の
夢
人
全
員
の
名
前
を
列
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
公
卿
以
外
の
任
人
名
を
す
べ
て
記
載
し
た
名
簿
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
南
門
外
に
参
集
し
た
任
人
を
点
検
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
『
西
宮
記
』
や
『
江
家
次
第
』
に
み
え

る
個
人
の
一
部
の
み
を
抄
出
し
た
下
名
の
書
様
は
、
多
分
に
形
式
化
・
形
骸
化
し
た
後
世
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
、
往
代
の
南
殿
儀
で
用
い
ら

れ
た
本
来
の
下
名
は
、
参
議
以
上
を
除
く
任
人
全
員
の
名
前
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
本
来
の
下
名
が
公
卿
以
外
の
聖
人
を
列
挙
し
た
任
官
文
書
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
こ
そ
正
倉
院
文
書
の
A
B
逸
名

と
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
『
西
宮
記
』
や
『
江
家
次
第
』
に
み
え
る
下
名
の
書
様
で
は
、
四
位
お
よ
び
五
位
の
任
人
に

姓
（
カ
バ
ネ
）
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
が
姓
を
記
さ
な
い
A
B
予
算
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
早
書
所
載
の
下
名
書
様
に
は
官
名
が
書

か
れ
て
い
な
い
点
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
下
名
の
実
例
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
『
本
朝
世
紀
』
永

治
二
年
（
康
治
元
年
、
二
四
二
）
正
月
二
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
廿
七
日
辛
酉
、
下
名
也
、
加
任
之
輩
廿
余
人
、
上
卿
権
中
納
言
藤
実
光
卿
、
使
左
中
弁
藤
資
信
清
書
、
参
議
不
参
故
也
、

　
　
神
祇
権
大
祐
大
中
臣
親
隆
　
　
　
少
外
記
清
原
季
弘
、
治
部
丞
、
　
　
中
原
安
俊
、
音
博
士
、

　
　
権
少
外
記
清
原
景
兼
、
出
納
、
　
　
右
少
史
中
原
宗
遠
、
罠
部
丞
、
　
　
中
原
義
盛
、
文
躍
生
、

　
　
内
舎
人
藤
原
仲
清
　
　
　
　
　
　
大
宮
少
進
源
頼
盛
　
　
　
　
　
　
式
部
少
量
藤
通
能
、
縫
殿
助
、
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藤
原
信
兼
、
元
諸
陵
助
、

臨
細
陵
助
藤
虚
爪
清
、
成
通
卿
奏
之
、

主
税
少
属
中
原
貞
清

修
理
少
進
菅
野
頼
経
、
號
蹴
嘱

左
衛
門
少
尉
藤
惟
俊
、
文
≧
、

右
衛
門
権
少
尉
平
惟
繁
、

左
兵
衛
少
志
中
原
重
清

　
　
　
永
治
二
年
正
月
廿
七
臼

元
右
兵
衛
尉
、

　
右
馬
允
藤
経
澄

縫
殿
助
藤
原
頼
重
、
鴛
獄
門
　
　
大
学
権
助
藤
定
憲

内
匠
少
属
春
日
正
友
　
　
　
　
　
主
計
少
允
菅
行
宣

大
膳
少
進
中
原
三
襟
、
明
法
挙
　
　
典
薬
助
藤
信
重
、
撤
障
鴨

惜剛

�
E
田
判
官
紀
慶
爪
綱
、
内
脅
人
随
身
、

少
志
依
伯
義
仲
、
翫
駐
洲
沙
属

　
　
　
少
志
惟
宗
盛
親

　
　
　
　
　
兵
庫
少
允
平
宗
頼
、
歓
雑
話

　
『
本
朝
世
紀
』
の
除
目
清
書
の
記
事
と
除
目
下
名
の
記
事
の
あ
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
任
人
の
耳
蝉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
前

者
は
濤
書
（
帰
路
）
の
写
し
、
後
者
は
下
名
の
写
し
を
書
き
添
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
永
治
二
年
正
月
二
七
日
条
の
下
名
に
は
、
「
加
任
之

輩
廿
余
人
」
を
加
え
て
、
計
二
七
名
の
文
官
お
よ
び
武
官
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
位
階
と
姓
（
カ
バ
ネ
）
を
付
さ
ず
、
官
名
と
氏
名

の
み
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
位
階
と
姓
を
略
し
た
文
官
・
武
官
の
歴
名
は
へ
一
見
し
た
だ
け
で
A
B
歴
名
と
の
類
似
性
を
思
わ
せ
る
。

ま
た
、
正
月
二
三
日
条
に
掲
げ
ら
れ
た
流
量
の
写
し
と
比
べ
て
み
る
と
、
召
名
の
「
太
皇
太
后
宮
蔓
質
」
「
右
馬
少
允
」
を
下
名
は
「
大
宮
手

下
」
「
右
馬
允
」
と
す
る
な
ど
、
下
名
の
方
に
は
官
名
の
略
記
や
聞
書
的
記
載
が
目
立
つ
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
、
A
B
歴
名
の
特
徴
と

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
、
『
本
朝
世
紀
』
康
治
二
年
（
＝
四
三
）
正
月
三
〇
条
の
「
下
名
」
に
は
一
〇
名
の
士
人
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
い
ず
れ
も
官

名
を
冠
し
、
位
階
と
姓
（
ヵ
バ
ネ
）
は
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ヶ
ち
、
下
総
守
源
親
方
・
若
狭
守
高
階
泰
重
・
阿
波
守
藤
原
頼
佐
の
三
名
は
従
五

位
下
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
正
月
二
七
日
条
の
召
名
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
、
五
位
の
任
人
で
あ
っ
て
も
姓
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
単
名
に
み
え
る
主
計
少
属
・
主
税
少
允
・
大
膳
少
進
・
修
理
躍
進
が
、
下
名
で
は
「
少
」
字
を
省
い
て
主
計
属
・
主
税
允
・
大
膳
進
・
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修
理
進
な
ど
と
書
か
れ
、
召
名
に
み
え
る
「
元
兵
部
録
」
「
同
皇
后
宮
侍
」
「
元
阿
波
守
」
と
い
う
尻
付
が
、
下
名
で
は
「
元
兵
部
」
「
同
皇
后

宮
」
「
元
阿
波
」
と
略
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
召
名
に
お
い
て
は
①
大
膳
少
進
、
②
典
薬
助
、
③
修
理
少
進
、
④
勘
解
由
主
典
の
順
に
正

し
く
配
列
さ
れ
る
官
名
が
、
下
名
に
お
い
て
は
②
④
①
③
の
順
番
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
下
名
の
方
に
は
前
述
し
た
A
B
歴
名
と
同
じ
く
、
官

，
名
配
列
の
一
部
に
乱
れ
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
第
三
に
、
『
本
朝
世
紀
』
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
正
月
二
六
日
条
の
「
下
名
」
で
も
、
人
名
に
位
階
・
姓
（
ヵ
バ
ネ
）
は
記
さ
れ
ず
、
「
中
務
〃
〃
」

「
右
衛
門
志
」
「
右
兵
衛
志
」
な
ど
の
官
名
略
記
が
み
ら
れ
、
「
中
務
〃
〃
」
と
「
権
少
外
記
」
と
は
記
載
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、

召
名
に
み
え
る
「
式
部
闘
殺
藤
原
寸
止
」
の
名
を
、
下
名
は
「
遠
島
」
と
書
い
て
お
り
、
こ
れ
は
「
ト
ホ
ノ
ブ
」
を
聞
書
に
よ
っ
て
表
記
し
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
聞
書
的
な
記
載
が
あ
る
点
で
も
、
下
名
と
八
B
膏
石
と
は
よ
く
似
て
い
る
。
『
本
朝
世
紀
』
に
は
こ
の
ほ
か
、

久
安
二
年
一
二
月
二
四
下
条
や
同
三
年
二
月
一
日
条
、
同
年
一
二
月
二
八
日
条
に
も
下
名
の
写
し
が
み
え
、
こ
れ
ら
の
下
名
に
も
上
述
の
よ
う

な
特
徴
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
中
右
記
』
保
延
元
年
（
　
一
三
五
）
一
二
月
二
六
日
条
に
も
、
任
人
魂
名
を
掲
げ
た
「
下
名
」

が
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
下
名
も
基
本
的
に
は
『
本
朝
世
紀
』
所
載
の
下
名
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
下
名
の
実
例
を
み
た
あ
と
で
、
改
め
て
『
西
宮
記
』
の
下
名
の
書
様
を
な
が
め
て
み
る
と
、
『
西
宮
記
』
の
そ
れ
は

「
下
名
様
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
は
下
名
に
お
け
る
人
名
表
記
の
原
則
を
位
階
ご
と
に
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
下
名
の
具
体
的
な
書
式
は
『
西
宮
記
』
以
下
の
儀
式
書
に
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
と
り
わ
け
下
名
の
写
し
の
書
様
に
つ
い
て
は
、
前
述

し
た
下
名
の
実
例
な
ど
か
ら
考
え
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
述
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
平
安
末
期
の
記
録
類
に
み
え
る
下
名
の

特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
ω
　
文
官
・
武
官
の
全
任
人
中
か
ら
一
〇
～
二
〇
名
程
度
を
抜
き
出
し
、
そ
の
官
名
と
人
名
を
列
記
し
て
い
る
。

　
②
　
そ
の
人
名
に
は
位
階
と
姓
（
カ
バ
ネ
）
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
③
　
官
名
表
記
や
人
名
表
記
に
は
ま
ま
省
略
さ
れ
た
個
所
が
あ
り
、
官
名
配
列
の
一
部
に
も
乱
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
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ω
　
聞
書
に
よ
っ
て
表
記
し
た
と
思
わ
れ
る
記
載
が
存
在
す
る
。

　
こ
の
う
ち
、
ω
を
除
く
②
～
ω
の
特
徴
は
、
前
述
し
た
A
B
事
事
の
そ
れ
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
一
〇
世
紀
以
降
の

下
名
は
ω
の
よ
う
に
懸
人
の
一
部
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
来
の
内
裏
南
殿
儀
で
用
い
ら
れ
た
下
名
は
、
参
議
以
上
を
除
く
任
人
の

す
べ
て
を
列
記
し
た
と
い
う
の
で
、
参
議
以
下
で
あ
れ
ぼ
大
弁
や
衛
府
督
な
ど
の
勅
任
官
で
あ
っ
て
も
記
載
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
形
式
化
す
る
以
前
の
本
来
の
下
名
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
A
B
歴
名
と
よ
く
一
致
し
て
お
り
、
A
B
歴
名
が
下
名
の
源
流
で
あ
る
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
A
B
難
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
除
目
聞
書
の
先
駆
形
態
と
す
る
早
川
庄
八
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に

除
目
聞
書
説
に
は
問
題
点
が
多
く
、
除
目
下
名
の
方
が
よ
り
一
般
的
な
任
官
文
書
と
思
わ
れ
る
の
で
、
私
は
A
B
歴
名
を
八
世
紀
の
除
目
下
名

の
案
文
も
し
く
は
そ
の
写
し
と
み
る
仮
説
を
提
唱
し
た
い
。

　
正
倉
院
文
書
の
A
B
美
名
を
除
目
下
名
の
先
駆
注
文
書
と
み
る
と
、
B
玉
名
に
但
馬
史
生
や
三
川
史
生
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な

ろ
う
。
下
名
は
参
入
以
前
に
任
人
を
点
検
す
る
名
簿
で
あ
っ
た
か
ら
、
八
世
紀
の
任
官
儀
に
は
史
生
も
参
列
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
、
史
生
は
別
の
名
簿
か
ら
追
加
記
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
必
ず
し
も
奏
任
官
以
上
と
史
生
と
を
同
列

に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
早
川
氏
の
い
う
よ
う
に
、
史
生
は
た
ま
た
ま
同
じ
日
に
補
任
さ
れ
た
の
で
併
記
さ
れ
た
と
も
考
え
う
る
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
任
符
発
給
の
た
め
の
リ
ス
ト
と
し
て
下
名
の
案
文
・
写
し
に
史
生
を
追
加
記
入
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
結
論
を
保
留

せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
A
B
署
名
の
主
体
が
奏
任
官
以
上
の
名
簿
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
こ
れ
を
除
目
下
名
の
源

流
と
み
る
こ
と
に
大
き
な
不
都
合
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
下
名
は
一
〇
世
紀
に
は
す
で
に
形
式
化
し
て
い
た
の
で
、
『
西
宮
記
』
以
下
の
儀
式
書
に
も
詳
し
い
作
成
過
程
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
本
朝

世
紀
』
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
正
月
二
三
日
記
や
同
年
一
二
月
一
四
日
条
の
召
名
の
写
し
で
は
、
「
下
名
加
」
「
下
名
加
之
」
と
尻
付
さ
れ
た
任

官
者
が
み
え
、
こ
う
し
た
尻
付
は
同
書
所
載
の
康
治
・
久
安
年
間
の
召
名
中
に
も
頻
出
す
る
の
で
、
一
一
世
紀
末
に
は
七
三
中
か
ら
人
名
を
摘

出
し
て
下
名
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
『
西
富
記
』
が
下
名
の
書
様
に
注
記
し
て
「
大
間
に
載
せ
る
度
々
を
以
て
抄
出
す
」
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と
い
う
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
に
は
い
ま
だ
大
間
か
ら
任
人
名
を
抄
出
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
本
来
の
下
名
が
参
議
以
上
を
除
く

勅
任
官
・
奏
任
官
す
べ
て
の
任
人
名
簿
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
下
名
は
召
名
か
ら
は
作
り
に
く
く
、
大
間
か
ら
書
き
写
し
た
と
み
る

方
が
理
解
し
や
す
い
。
本
来
の
下
名
は
清
書
（
召
名
）
と
同
様
、
大
間
を
も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
西
宮
記
』
に
よ
る
と
、
清
書
（
型
名
）
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
上
卿
が
大
間
を
読
み
上
げ
参
議
が
聞
書
す
る
方
式
と
、
参
議
一
両
が
大

壷
を
放
ち
て
書
き
写
す
方
式
の
二
つ
が
併
記
さ
れ
て
い
た
が
、
下
名
の
場
合
も
大
間
を
も
と
に
官
人
一
両
が
、
聞
書
お
よ
び
騰
写
の
両
様
を
駆

使
し
て
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
B
歴
名
に
み
ら
れ
た
聞
書
的
な
記
載
お
よ
び
騰
写
ミ
ス
に
よ
る
誤
記
は
、
こ
う
し
た
複
雑
な
作
成
過
程
を
物

語
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
A
B
歴
名
が
八
世
紀
の
下
名
で
あ
る
と
す
る
と
、
声
名
や
下
名
の
も
と
と
な
っ
た
大
間

も
八
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
早
川
残
の
卓
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
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①
保
元
四
年
（
平
治
元
年
、
一
一
五
九
）
正
月
二
九
日
の
『
大
間
書
』
（
群
書
類

　
従
巻
一
一
〇
所
収
）
は
、
近
江
国
の
「
縁
」
の
と
こ
ろ
で
切
断
ざ
れ
た
痕
跡
を
も

　
ち
、
「
縁
」
字
の
下
方
に
「
此
所
如
此
縁
ノ
字
半
分
残
シ
テ
切
島
廻
ル
量
目
也
、

　
執
筆
沙
汰
心
慮
」
と
注
記
ざ
れ
て
い
る
。
継
目
の
分
離
と
再
接
続
の
痕
跡
を
残
す

　
大
問
書
と
い
え
よ
う
。

②
　
土
田
直
鎮
氏
や
藤
木
邦
彦
氏
も
、
紫
震
殿
に
天
皇
が
出
御
し
て
行
わ
れ
た
本
来

　
の
任
官
式
で
は
、
下
名
は
雀
略
せ
ず
に
任
人
全
員
の
名
を
記
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
『
国
史
大
辞
典
』
一
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
）
お
よ
び
『
平
安
時
代
史
事

　
典
』
上
（
角
痢
書
店
、
一
九
九
四
年
）
の
「
下
名
」
の
項
。

③
式
部
省
か
ら
送
ら
れ
た
諸
国
史
生
等
の
交
名
を
も
と
に
、
弁
官
か
ら
諸
國
に
任

　
符
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
第
一
節
注
⑨
に
述
べ
た
。
ま
た
後
世
の
史
料
で
は
あ
る

　
が
、
『
朝
野
群
載
』
巻
ニ
ニ
、
諸
国
雑
事
上
、
治
安
四
年
（
万
寿
元
年
、
一
〇
二
四
）

　
七
月
九
日
上
野
介
藤
原
家
業
申
文
に
は
、
下
名
に
依
拠
し
て
任
符
を
発
給
す
る
例

　
が
み
え
て
い
る
。

三
　
太
政
官
庁
任
官
儀
と
内
裏
任
官
儀

　
前
節
で
は
、
『
西
宮
記
』
に
み
え
る
除
目
下
名
が
形
骸
化
し
た
の
ち
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
下
名
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う

な
形
式
化
の
端
緒
は
除
目
清
書
（
盛
名
）
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
『
西
宮
記
』
所
載
の
勅
任
除
目
（
黄
紙
）
の
書
式

中
に
は
、
「
弾
正
台
　
罪
四
品
ム
親
王
、
糊
晦
㎜
献
繋
馳
パ
運
鞘
牲
別
黄
紙
、
」
、
「
上
総
国
　
太
守
四
品
ム
親
王
、
可
別
、
」
と
あ
り
、
弾
正
サ
・
上
総
太
守
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な
ど
の
親
王
任
官
や
親
王
兼
業
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
臣
下
の
勅
任
黄
紙
と
は
別
に
親
王
の
黄
紙
を
準
備
す
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
『
西
宮
記
』

は
「
或
い
は
一
紙
に
入
る
」
と
も
注
記
し
て
い
る
か
ら
、
一
〇
世
紀
後
半
に
は
、
親
王
の
勅
任
除
目
お
よ
び
兼
国
除
目
を
臣
下
の
黄
紙
中
に
併

記
す
る
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
つ
い
で
『
北
山
抄
』
に
は
、
「
親
玉
・
公
卿
各
有
別
紙
、
端
近
例
不
然
、
若
有
南
殿
儀
、
必
可
別
書
、
依
唱

人
異
也
、
親
王
兼
国
又
黄
紙
別
紙
」
と
あ
り
、
一
一
世
紀
前
半
の
「
近
例
」
で
は
親
王
の
黄
紙
と
公
卿
の
黄
紙
と
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
南
殿
儀
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
除
目
（
召
名
）
を
読
む
人
が
異
な
る
た
め
、
親
王
と
公
卿
と
は
必
ず
別
々
の
黄
紙
に
書
く
と
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

親
王
と
公
卿
の
黄
紙
を
区
別
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
南
殿
儀
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
親
王
の
黄
紙
と

公
卿
の
黄
紙
と
を
「
或
い
は
一
紙
に
入
る
」
と
す
る
『
西
宮
記
』
の
記
載
は
形
式
化
の
端
緒
を
示
し
て
お
り
、
本
来
の
南
殿
儀
に
お
け
る
勅
任

除
頃
の
書
法
か
ら
は
や
や
乖
離
し
は
じ
め
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
除
目
下
名
と
勅
任
除
目
の
書
法
に
関
す
る
以
上
の
事
実
は
、
本
来
の
内
裏
任
官
儀
に
比
べ
て
、
後
世
の
太
政
官
庁
任
官
儀
に
は
、
形

骸
化
し
た
儀
礼
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
眼
で
、
『
西
宮
記
』
所
載
の
南
殿
儀
と
太
政
宮
庁
儀
と
を
比
較

対
照
す
る
と
、
そ
の
細
部
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。

　
e
　
南
殿
儀
で
は
天
皇
の
出
御
が
明
記
さ
れ
る
が
、
太
政
官
庁
儀
で
は
天
皇
の
出
御
が
明
記
さ
れ
な
い
。

　
⇔
　
南
殿
儀
で
は
内
侍
が
除
目
を
大
臣
座
前
の
案
上
に
置
く
が
、
太
政
官
庁
儀
で
は
外
記
が
こ
れ
を
置
く
。

　
⇔
　
南
殿
儀
で
は
少
納
言
・
弁
・
二
省
が
任
人
を
率
い
て
参
入
す
る
が
、
太
政
官
庁
儀
で
は
任
人
の
参
入
が
明
記
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
太
政

　
　
官
庁
儀
で
は
少
納
言
・
弁
の
あ
と
に
外
記
・
史
が
加
わ
る
。

　
㈱
　
南
殿
儀
で
は
二
省
電
が
召
名
を
読
み
、
挙
人
が
こ
れ
に
答
え
て
称
誉
し
拝
舞
す
る
。
ま
た
、
不
参
者
が
あ
れ
ば
馬
蝉
録
が
代
わ
っ
て
称

　
　
唯
す
る
。
太
政
官
庁
儀
で
は
二
省
録
が
召
下
を
読
み
、
任
人
が
そ
の
座
に
あ
れ
ば
立
ち
上
が
っ
て
称
唯
す
る
。
ま
た
、
太
政
官
庁
儀
で
は

　
　
不
参
者
の
代
称
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
天
皇
出
御
の
有
無
と
関
連
し
て
、
南
殿
儀
と
太
政
官
庁
儀
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
点
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
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る
の
は
⇔
㈱
の
相
違
点
で
、
南
殿
儀
に
お
い
て
は
任
人
が
必
ず
参
入
し
た
の
に
対
し
て
、
太
政
宮
流
儀
に
お
い
て
は
当
日
の
職
掌
と
関
連
し
て

列
座
し
て
い
る
直
人
を
除
い
て
、
任
人
一
般
の
参
入
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
江
家
次
第
』
が
端
的
に
「
南
殿
儀
、
二

省
率
任
人
参
入
、
官
庁
儀
、
不
必
引
百
人
、
只
二
言
録
披
召
爺
婆
唱
寝
耳
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
太
政
官
庁
儀
で
は
必
ず
し
も
任
人
の
参
入
が

な
く
、
帯
芝
録
の
召
名
唱
名
の
み
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
太
政
官
庁
儀
に
お
い
て
、
翁
人
の
一
部
の
み
を
書
い
た
下
名
や
親
王
と
公
卿
を
区

溺
し
な
い
召
名
が
用
い
ら
れ
、
召
名
を
読
唱
す
る
官
人
が
二
省
録
で
よ
い
と
さ
れ
、
不
参
者
の
代
称
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
す
べ
て
こ

の
儀
に
任
入
の
参
列
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
訴
人
の
参
列
の
な
い
形
式
化
し
た
太
政
官
庁
で
の
任
官
儀
は
、
『
律
管
記
』
以
降
さ
ら
に
形
骸
化
の
度
を
深
め
、
召
名
唱
名
の

儀
は
ほ
と
ん
ど
有
名
無
実
の
方
向
へ
向
か
っ
た
。
『
北
山
抄
』
巻
網
に
は
「
近
例
、
式
部
召
両
三
人
命
間
、
上
卿
起
座
退
出
」
と
あ
り
、
式
部

録
が
召
名
に
よ
っ
て
二
、
三
人
の
任
人
名
を
読
む
と
、
上
卿
は
座
を
起
ち
退
出
し
た
と
い
う
。
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
正
月
一
四
日

条
に
は
、
「
召
除
目
井
下
名
、
（
申
略
）
両
三
召
間
、
上
卿
起
座
退
出
、
余
相
続
退
出
、
待
読
了
可
退
出
也
、
而
近
代
如
之
云
々
」
と
み
え
、
こ

う
し
た
変
化
は
す
で
に
一
〇
世
紀
末
に
は
現
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
『
台
記
』
保
延
二
年
（
一
＝
二
六
）
一
一
月
一
〇
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の

日
の
除
目
下
名
で
上
卿
の
藤
原
身
長
か
ら
二
省
に
召
名
が
下
給
さ
れ
た
が
、
式
部
は
い
っ
こ
う
に
高
名
を
読
み
上
げ
よ
う
と
せ
ず
、
頼
長
か
ら

「
読
上
マ
ネ
ヲ
月
卿
」
と
督
促
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
二
、
三
許
り
の
名
を
読
み
上
げ
た
と
い
う
。
＝
一
世
紀
前
半
に
は
、
二
省
が
召
名
を
読
唱

す
る
こ
と
さ
え
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
政
官
庁
に
お
け
る
任
官
儀
は
任
人
の
参
入
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
次

第
に
簡
略
化
・
形
骸
化
の
道
を
歩
ん
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
形
式
化
は
一
〇
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
一
定
の
段
階
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

『
西
宮
記
』
を
通
し
て
任
官
儀
の
実
態
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
『
西
宮
記
』
以
前
の
任
官
儀
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
も
っ
と
も
基
本
的
な
任
官
文
書
た
る
大
間
書
が
寛
平
一
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
昌
泰
元
年
、
八
九
八
）
ま
で
遡
る
こ
と
は
、
玉
井
力
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
西
宮
記
』
単
二
、
除
目
の
撫
物
に
は
「
列
見
・
除
目
．

下
名
同
日
行
書
、
腿
に
年
二
月
＋
艮
」
と
あ
る
の
で
、
昌
泰
年
間
に
は
下
名
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
の
清
書
（
召
名
）
に
つ
い
て

96　（270）



八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

は
、
『
類
聚
符
宣
抄
』
亡
八
、
任
符
事
に
引
く
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
一
〇
月
＝
瓢
日
宣
や
同
二
年
二
月
一
五
日
宣
な
ど
に
「
去
月
廿
九
日
召
名
」

「
聖
算
和
元
年
八
月
面
九
日
召
還
」
な
ど
と
み
え
、
『
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
九
月
二
日
条
に
「
以
藤
原
道
忠
母
樹
内
記
、
加
古
去
月
廿
九
日

除
書
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
『
除
目
抄
』
が
「
太
政
官
謹
奏
之
別
紙
」
の
書
様
に
関
し
て
、
承
和
已
後
と
嘉
祥
以
後
の
区
別
を
論
じ
て
い
る
か
ら
、

仁
和
・
嘉
祥
か
ら
承
和
に
ま
で
遡
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
間
書
や
清
書
（
召
下
）
・
下
名
に
も
と
つ
く
任
官
儀
は
、
九
世
紀
後
半
に
は
す
で

に
整
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
断
片
的
な
手
が
か
り
で
は
な
く
、
九
世
紀
任
官
儀
の
全
体
像
を
伝
え
る
良
質
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究

で
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
内
裏
式
』
の
任
官
式
と
『
儀
式
』
の
内
裏
任
官
儀
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
内
裏
式
』
下
巻
の
任

官
式
に
み
え
る
儀
式
次
第
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（8） （7）　（6）・（5）　（4）　（3）　（2）　（i

　
『
内
裏
式
』

陣
を
引
く
と
あ
る
の
で
、

げ
た
式
次
第
を
な
が
め
る
と
、
ω
に
応
任
者
が
承
明
門
外
に
伺
候
す
る
と
あ
り
、
ω
に
参
議
以
上
は
唱
計
の
限
り
に
あ
ら
ず
と
あ
る
か
ら
、
内

弁
官
・
式
部
・
兵
部
が
塔
任
者
を
率
い
て
承
明
門
外
に
伺
候
す
る
。

参
議
已
上
は
升
殿
し
、
近
衛
が
階
下
に
陣
を
引
き
、
所
司
が
承
明
・
建
礼
両
前
を
開
く
。

火
臣
が
門
弁
官
を
式
部
・
兵
部
に
歴
名
給
て
、
候
し
む
る
人
等
率
て
参
来
」
と
註
す
。

ま
ず
親
王
が
東
西
に
相
分
か
れ
て
参
入
す
る
（
参
議
以
上
は
唱
計
の
限
り
に
あ
ら
ず
）
。

つ
い
で
少
納
言
・
弁
官
・
二
省
卿
が
任
人
の
五
位
已
上
を
率
い
、
丞
・
録
が
六
位
以
下
を
率
い
て
参
入
す
る
。

大
臣
が
除
昌
を
二
省
卿
に
付
け
る
。
卿
は
そ
の
う
ち
輔
の
駕
す
べ
き
除
目
を
輔
に
付
け
る
。

卿
が
親
王
の
除
目
を
唱
す
と
、
親
王
が
称
饗
し
（
不
参
者
は
録
が
代
称
す
る
）
、
そ
の
の
ち
拝
舞
・
退
出
す
る
。

輔
が
そ
の
余
の
除
目
を
唱
す
と
（
参
議
已
上
兼
国
者
が
あ
れ
ば
先
ず
こ
れ
を
嚇
す
）
、
被
唱
者
は
位
列
に
就
き
、
そ
の
の
ち
拝
舞
・
退
出
す
る
。

　
　
の
式
文
中
に
は
、
「
平
明
門
」
「
宣
陽
門
」
「
建
礼
門
」
「
長
楽
門
」
な
ど
の
門
名
が
み
え
、
参
議
巳
上
が
殿
上
に
侍
し
、
近
衛
が

　
　
　
　
　
　
こ
れ
が
内
裏
南
殿
に
天
皇
が
出
御
し
て
行
わ
れ
る
任
官
儀
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
先
に
掲
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裏
南
門
た
る
七
五
門
以
南
に
お
い
て
雑
人
の
唱
計
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
参
議
以
上
は
唱
計
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
⑥
～
⑧
に
み
え
る
よ
う
に
、
『
内
裏
式
』
で
は
式
部
・
兵
部
二
省
の
卿
が
親
王
の
除
目
を
読
み
、
二
省
の
輔
が
参
議
已
上
西
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

除
田
や
そ
の
余
の
除
目
（
奏
任
除
目
）
を
読
む
と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
『
内
裏
式
』
の
任
官
式
は
、
内
裏
南
門
外
に
お
け
る
里
人
の
唱
計
や
、
内
裏
殿
庭
に
お
け
る
憂
人
の
唱
名
を
定
め
て
お
り
、
奏

任
別
紙
除
目
や
奏
任
除
目
の
ほ
か
、
親
王
の
除
目
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
西
宮
記
』
剣
『
北
山
抄
』
は
、
天

皇
の
出
御
す
る
内
裏
任
官
儀
で
は
、
除
目
を
読
む
者
が
異
な
る
た
め
に
、
親
王
の
勅
任
除
目
と
臣
下
の
勅
任
除
鼠
と
は
別
々
の
黄
紙
に
書
く
と

述
べ
て
い
た
が
、
『
内
裏
式
』
に
は
式
部
卿
が
特
別
に
親
王
の
除
目
を
読
み
上
げ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
西
宮
記
』
等
か
ら

う
か
が
え
た
内
裏
南
殿
に
お
け
る
任
官
儀
は
、
『
内
裏
式
』
の
任
官
血
中
に
よ
り
純
粋
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
来
の
内
裏
任
官

儀
は
平
安
初
期
の
弘
仁
年
間
ま
で
遡
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
『
内
裏
式
』
と
同
様
の
任
官
式
文
は
『
儀
式
』
巻
八
の
内
裏
任
官
儀
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
両
者
を
対
比
す
る
と
、
『
内
裏
式
』
が
ω
で

「
親
王
東
西
黒
斑
先
入
立
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
『
儀
式
』
が
「
文
武
官
長
任
参
議
己
上
先
入
而
立
」
と
し
、
『
内
裏
式
』
が
「
除
目
」
と
書
く

の
を
『
儀
式
』
が
「
除
目
簿
」
と
す
る
な
ど
、
一
部
に
細
か
い
相
違
点
も
あ
る
が
、
丙
老
の
記
載
は
お
お
む
ね
同
趣
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
た

だ
、
『
内
裏
式
』
が
内
裏
内
の
儀
礼
を
中
心
に
述
べ
る
た
め
、
黒
人
の
参
入
以
前
の
次
第
を
省
略
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
儀
式
』
は
参
入
以

前
の
門
外
の
動
き
に
ま
で
言
及
し
て
お
り
、
内
裏
南
門
外
で
の
任
人
唱
計
の
儀
な
ど
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
『
儀
式
』
の
方
に
よ
り
詳

し
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
　
ω
　
大
臣
は
日
華
門
外
に
伺
候
す
る
式
部
・
兵
部
二
省
の
丞
を
召
し
て
、
「
応
任
者
名
簿
」
を
授
け
る
。

　
　
②
　
二
省
の
丞
は
「
名
簿
」
を
携
え
て
建
艦
門
以
南
に
向
か
い
、
そ
こ
で
列
立
す
る
傷
病
官
人
の
列
に
復
す
る
。

　
　
③
　
「
名
簿
」
が
二
省
の
丞
か
ら
録
、
録
か
ら
省
掌
に
下
給
さ
れ
る
と
、
省
掌
は
「
名
簿
」
に
よ
っ
て
癖
人
を
密
計
す
る
（
参
議
以
上
は
唱
計
の
限
り
に

　
　
　
あ
ら
ず
）
。
名
を
唱
さ
れ
た
任
人
は
称
唯
し
て
趨
進
・
列
立
す
る
。
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ω
　
五
位
以
上
の
任
人
お
よ
び
六
位
以
下
の
任
人
は
春
花
門
よ
り
参
入
し
、
承
明
門
下
に
列
立
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
儀
式
』
は
任
人
の
参
入
に
先
立
ち
、
大
臣
か
ら
二
省
に
「
応
需
者
名
簿
」
が
下
さ
れ
る
こ
と
や
、
二
省
の
省
掌
が
こ
の
「
名

簿
」
に
よ
っ
て
引
々
門
以
南
で
麗
人
の
唱
計
を
行
う
こ
と
を
、
比
較
的
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
儀
式
』
の
い
う
「
応
任
者
名
簿
」

が
後
世
の
下
名
に
相
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
『
内
裏
式
』
に
は
唱
計
の
儀
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
『
内
裏
式
』
に
も
応
任
者
が
承
明
門
外
に
伺
候
す
る
こ
と
や
、
参
議
以
上
は
砂
丘
し
な
い
こ
と
な
ど
は
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
弘
仁

年
間
に
も
『
儀
式
』
の
よ
う
な
任
人
の
唱
計
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
以
上
、
『
内
裏
式
』
お
よ
び
『
儀
式
』
の
任
官
式
文
を
要
約
す
る
と
、
九
世
紀
の
弘
仁
年
間
か
ら
貞
観
年
間
に
か
け
て
、
次
の
よ
う
な
古
式

の
内
裏
任
官
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
1
　
日
華
門
か
ら
参
入
し
て
「
応
任
者
名
簿
」
を
授
け
ら
れ
た
式
部
・
兵
部
の
二
省
は
、
建
礼
門
以
南
に
お
い
て
こ
の
「
名
簿
」
を
読
み
上

　
　
げ
、
任
官
老
の
参
集
状
況
を
点
検
し
た
。
こ
れ
を
任
人
の
唱
計
と
い
う
。
た
だ
し
、
参
議
以
上
は
嘱
計
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

　
H
　
罪
人
が
内
裏
殿
庭
に
参
入
す
る
と
、
二
省
の
卿
が
親
王
の
除
目
（
除
貝
簿
）
を
読
み
上
げ
、
不
参
者
に
つ
い
て
は
録
が
代
わ
っ
て
称
宜
し

　
　
た
。
つ
い
で
二
省
の
輔
が
奏
任
別
紙
除
目
や
奏
任
除
目
を
読
み
上
げ
た
。
名
を
唱
さ
れ
た
百
人
は
列
に
就
き
、
拝
舞
の
の
ち
退
出
し
た
。

　
内
裏
任
官
儀
に
関
す
る
規
定
は
『
延
喜
式
』
に
も
散
見
し
、
太
政
官
式
に
「
凡
内
裏
任
宮
者
、
少
納
言
・
弁
各
一
人
、
率
式
部
・
兵
部
行
事
、

若
道
朝
堂
、
即
外
記
・
鰹
節
預
、
鰹
規
」
、
掃
部
式
に
「
内
裏
任
官
、
装
束
紫
高
殿
如
常
、
倶
案
一
瓢
、
立
大
臣
座
前
鞭
撒
目
」
と
あ
る
。
ま
た
式

部
式
下
の
任
官
条
に
は
、
や
や
詳
し
い
式
次
第
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
任
官

　
　
ω
其
日
、
太
政
官
預
仰
省
令
候
、
干
聴
丞
一
人
滋
藤
参
入
、
嫉
錨
・
大
臣
賜
可
門
人
職
名
、
其
後
於
建
門
門
以
南
、
唱
専
任
人
、
日
影
配
王
不
　
輔
已
下
令
持

　
　
版
位
、
相
率
藩
候
幕
明
門
外
、
②
或
於
太
政
官
庁
及
外
記
候
庁
唱
之
、
麟
翠
㈹
若
於
省
唱
者
、
大
臣
召
省
電
除
目
簿
、
輔
若
鷺
受
還
本
局
、
令
史
生
授
録
、

　
　
辞
命
蟹
田
、
令
召
省
掌
、
録
称
唯
、
命
史
生
喚
省
掌
、
史
生
称
唯
、
三
省
掌
一
盛
、
省
尊
称
唯
、
進
就
版
位
、
丞
命
日
、
率
候
人
参
来
、
省
掌
称
誉
退
出
、
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即
引
入
、
輔
若
丞
命
日
、
囑
之
、
録
趨
称
唯
、
口
慰
唱
、
軍
士
者
称
唯
、
鞘
解
礁
噸
省
　
罫
引
退
出
、

　
本
条
は
ω
内
裏
や
、
②
太
政
官
庁
お
よ
び
外
記
轡
屋
、
㈲
式
部
省
な
ど
で
行
わ
れ
る
任
官
儀
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
ω
内

裏
儀
に
は
、
大
臣
か
ら
二
省
の
丞
に
「
可
馬
形
歴
名
」
が
下
給
さ
れ
た
の
ち
、
建
禅
門
以
南
に
お
い
て
黒
人
を
唱
製
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
③
式
部
省
儀
に
は
、
除
鼠
簿
に
よ
っ
て
録
が
勝
人
の
唱
名
を
行
い
、
不
在
者
に
つ
い
て
は
省
掌
が
代
称
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ω
内
裏
儀
と
③
式
部
省
儀
に
は
任
人
の
参
列
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
一
方
、
九
条
家
本
の
弘
仁
式
部
式
下
断
簡
を
み
る
と
、

　
　
任
官

　
　
其
日
、
太
政
官
預
仰
式
部
令
候
、
輔
以
下
令
書
版
位
、
艶
言
門
外
、
脚
翠
若
於
詠
唱
者
、
大
臣
総
省
授
除
目
簿
、
（
以
下
、
延
喜
式
の
③
と
ほ
ぼ
同
じ
）

と
あ
り
、
延
喜
式
文
の
ω
内
裏
儀
を
節
略
し
た
記
事
と
、
延
喜
式
文
と
ほ
ぼ
同
じ
③
式
部
省
儀
の
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
問

題
と
な
る
の
は
前
者
の
記
事
の
う
ち
、
式
部
輔
以
下
が
伺
候
し
た
と
い
う
「
門
外
」
の
位
選
で
あ
ろ
う
。
早
川
庄
八
氏
は
こ
の
「
門
外
」
を
朝

堂
院
南
門
（
応
仁
門
な
い
し
会
期
門
）
と
み
て
、
弘
仁
式
文
が
定
め
る
任
官
の
場
は
大
極
殿
と
そ
の
前
庭
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
橋
本
義
則
氏
の
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
橋
本
氏
は
、
弘
仁
式
と
相
前
後
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
内
裏
式
』
が
内
裏
で
の
任
官
儀
を
定
め
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
、
弘
仁
式
部
式
の
い
う
「
門
」
は
内
裏
の
門
（
無
明
門
）
と
考
え
る
方
が
よ
い
と
い
う
。
た
し
か
に
、
『
内
裏
式
』
に
内
裏
任

官
儀
が
明
記
さ
れ
る
以
上
、
弘
仁
式
が
朝
堂
院
で
の
任
官
儀
を
規
定
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
弘
仁
式
文
の
問
題
の
記
事
が
延
喜
式
文
の

ω
内
裏
儀
を
節
略
し
た
記
事
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
弘
仁
式
に
い
う
「
門
外
」
と
は
「
聖
明
門
外
」
を
意
味
す
る
も
の
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
早
川
氏
は
弘
仁
式
文
に
営
営
の
こ
と
が
み
え
ず
、
参
議
以
上
を
唱
計
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
規
定
も
な
い
こ
と
か
ら
、
弘
仁
式
の
編
纂
か
ら

延
喜
式
の
編
纂
に
い
た
る
約
一
世
紀
の
間
に
、
任
官
儀
式
の
場
は
大
極
殿
・
朝
堂
院
か
ら
内
裏
に
移
り
、
参
入
以
前
に
愚
人
を
唱
計
す
る
行
事

が
加
わ
る
と
と
も
に
、
天
皇
不
出
御
の
場
合
の
任
官
儀
の
場
と
し
て
、
新
た
に
太
政
官
庁
と
外
記
思
量
が
加
え
ら
れ
た
と
結
論
し
た
が
、
任
人
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が
穂
薄
門
外
に
伺
候
す
る
こ
と
、
お
よ
び
参
議
以
上
を
唱
計
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、
『
内
裏
式
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
内
裏
任
官

儀
と
唱
計
の
儀
の
成
立
を
弘
仁
以
降
に
求
め
る
早
川
説
に
は
同
意
で
き
な
い
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
公
式
令
集
解
授
位
任
官
条
の
令
釈
に

よ
る
と
、
少
な
く
と
も
延
暦
年
間
に
は
御
所
（
内
裏
）
に
お
い
て
任
官
儀
を
行
う
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
。
早
川
氏
が
弘
仁
以
降
の
新
た

な
変
化
と
し
た
も
の
の
多
く
は
、
す
で
に
弘
仁
年
間
か
ら
存
在
し
、
内
裏
任
官
儀
に
い
た
っ
て
は
、
延
暦
年
間
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。
早
川
氏
の
想
定
の
背
景
に
は
、
朝
儀
一
般
の
場
が
九
世
紀
に
朝
堂
か
ら
内
裏
へ
移
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
認
識

そ
の
も
の
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
に
み
え
る
内
裏
任
官
儀
は
、
応
任
者
名
簿
に
よ
る
憂
人
の
唱
計
と
除
目
（
除
碍
簿
）
に
よ
る
任
人
の
唱
名
と

い
う
、
い
わ
ば
二
つ
の
大
き
な
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
二
つ
の
行
事
は
任
官
儀
礼
の
多
く
に
共
通
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
弘
仁
式
部
式
の
叙
任
諸
圏
主
政
箇
条
に
よ
る
と
、
郡
司
の
主
政
・
主
帳
の
叙
任
に
あ
た
っ
て
は
、
式
部
省
が
そ
の
等
第
を
判

定
し
て
「
簿
」
を
つ
く
り
、
卿
の
決
裁
を
仰
い
だ
の
ち
、
車
田
録
が
「
除
目
」
を
書
き
、
史
生
が
「
難
名
」
を
抄
し
た
と
い
う
。
こ
の
う
ち

「
聯
名
」
は
任
官
式
の
当
日
、
式
部
省
の
門
外
で
省
掌
が
玉
人
を
「
唱
計
」
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
、
「
除
目
」
は
省
内
で
録
が
論
人
を
「
唱
」

す
さ
い
に
用
い
ら
れ
た
。
岡
じ
く
弘
仁
式
部
式
の
叙
任
諸
国
郡
司
大
顎
領
条
に
よ
る
と
、
郡
司
の
大
領
・
少
領
を
任
命
す
る
さ
い
に
は
、
式
部

省
が
作
成
し
た
任
官
候
補
老
の
「
文
簿
扁
を
内
裏
に
持
参
し
、
大
臣
を
通
し
て
奏
上
・
勅
裁
を
仰
い
だ
の
ち
、
専
華
燭
が
「
除
目
」
を
書
き
、

録
が
「
歴
名
」
を
抄
し
た
。
弘
仁
式
は
実
際
の
郡
領
任
官
式
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
が
、
『
儀
式
』
巻
九
、
太
政
宮
曹
司
庁
叙
任
郡
領
導
に

は
、
任
官
式
の
当
日
、
式
部
省
掌
が
曹
司
庁
の
南
路
で
「
名
簿
」
に
よ
っ
て
任
人
を
　
「
唱
計
」
「
智
計
」
し
、
参
入
し
た
任
人
を
式
部
録
が

「
除
目
簿
」
に
よ
っ
て
「
唱
名
」
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
内
裏
式
』
下
巻
、
任
女
官
式
を
み
る
と
、
天
皇
が
可
任
者
を
点
定

し
た
「
補
任
」
を
も
と
に
、
中
務
卿
が
「
除
目
」
を
書
き
、
大
輔
が
「
名
簿
」
を
書
く
と
あ
り
、
こ
の
「
名
簿
」
に
よ
っ
て
内
侍
が
任
人
を
点

検
し
た
の
ち
に
、
内
侍
の
先
導
で
任
人
が
南
瀬
に
参
列
し
、
輔
が
「
除
目
」
を
「
唱
」
み
上
げ
て
女
官
を
任
命
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
郡
司
の
大
領
・
少
領
や
善
政
・
墨
黒
、
さ
ら
に
は
女
官
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
遷
任
に
あ
た
っ
て
は
り
定
の
儀
礼
が
と
ワ
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行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
任
官
候
補
者
を
記
し
た
「
文
素
」
「
簿
」
「
補
任
」
が
天
皇
や
式
部
卿
に
上
申
さ
れ
、
そ
の
決
裁
が
下
っ
た
の
ち
に
、

儀
場
外
に
伺
候
す
る
任
人
を
「
名
簿
」
「
品
名
」
に
よ
っ
て
「
唱
計
偏
し
、
参
入
し
た
任
人
に
「
除
目
」
を
読
み
上
げ
て
「
唱
名
」
す
る
と
い

う
次
第
で
あ
る
。
こ
う
し
た
郡
司
・
女
官
の
任
命
儀
礼
を
一
般
の
奏
任
官
以
上
の
任
官
儀
と
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
の
「
文
簿
」
「
簿
」
「
補

任
」
は
後
者
の
「
大
間
」
に
、
前
者
の
「
名
簿
」
「
歴
名
」
は
後
者
の
「
応
任
者
名
簿
」
「
可
漁
人
歴
名
」
に
、
前
者
の
「
除
目
」
は
後
者
の

「
除
目
」
「
除
目
簿
」
に
対
応
し
、
奏
任
官
以
上
と
式
部
判
補
、
男
官
と
女
官
の
別
を
問
わ
ず
、
共
通
し
た
構
造
の
任
官
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
自
計
と
唱
名
と
は
や
や
も
す
れ
ば
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
門
外
に
お
け
る
為
人
唱
計
の
儀
と
門
内
に
お
け
る
任
人
唱

名
の
儀
と
は
異
な
る
も
の
で
、
二
つ
な
が
ら
任
官
儀
礼
に
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
、
実
際
に
婚
人
が
参
列
し
て
唱
名
の
儀
が
行
わ
れ
る
さ
い
に
、
ど
の
翁
人
が
不
参
で
あ
る
か
を
事
前
に
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、

式
部
録
や
省
掌
が
代
わ
っ
て
称
唯
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
が
任
人
の
虚
血
で
、
南
門
外
に
お
い
て
鄭
重

の
参
集
状
況
を
点
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
参
の
任
人
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
下
名
唱
計
の
儀
と
召
名
唱
名

の
儀
と
は
、
内
裏
儀
で
あ
れ
式
部
省
儀
で
あ
れ
、
任
官
儀
に
す
べ
て
の
任
人
が
参
列
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
限
り
、
い
ず
れ
が
欠
け
て
も
不

都
合
な
行
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
九
世
紀
の
内
裏
任
官
儀
に
お
い
て
は
、
「
雲
隠
人
品
名
」
（
の
ち
の
下
名
）
に
よ
る
任
人
の
唱
計
が
、
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
　
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
六
月
二
三
日
条
に
は
、
文
官
・
武
官
の

　
勅
任
除
罠
と
は
別
に
、
中
務
卿
敦
儀
親
王
と
兵
部
卿
敦
平
親
王
の
名
を
記
し
た
親

　
王
除
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
除
目
下
名
の
儀
に
は
三
条
天
皇
が
出

　
御
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
玉
井
力
「
平
安
時
代
の
除
目
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
三
－
一
一
、
一
九

　
八
四
年
）
四
ヨ
頁
。
な
お
、
『
叙
位
除
目
執
筆
抄
』
に
は
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）

　
正
月
以
降
の
除
闘
始
と
入
眼
の
日
付
け
が
記
さ
れ
て
お
り
、
仁
和
年
間
に
は
す
で

　
に
大
間
書
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

③
『
江
家
次
第
』
本
四
、
除
目
の
頭
書
に
「
式
部
卿
唱
親
王
、
大
輔
唱
公
卿
」
と

　
あ
る
の
で
、
大
輔
が
公
卿
母
国
除
目
を
、
少
輔
が
そ
の
余
の
奏
任
除
目
を
読
み
上

　
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

④
橋
本
義
則
「
「
外
記
政
」
の
成
立
」
（
『
史
林
』
六
四
i
六
、
一
九
八
一
年
）
五

　
八
頁
注
⑨
。
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四
　
奈
良
時
代
の
任
官
儀
礼

八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

　
『
内
裏
式
』
そ
の
他
の
記
述
よ
り
、
平
安
初
期
の
弘
仁
年
間
に
は
、
天
皇
出
御
の
も
と
に
内
裏
南
殿
に
お
い
て
任
官
儀
が
挙
行
さ
れ
、
そ
の

さ
い
に
は
、
の
ち
の
下
名
に
つ
な
が
る
可
算
職
歴
名
（
応
任
者
名
簿
）
や
、
の
ち
の
召
名
に
つ
な
が
る
除
輿
（
除
目
簿
）
に
よ
っ
て
、
任
人
の
唱
計

お
よ
び
唱
名
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
内
裏
任
官
儀
は
ど
こ
ま
で
遡
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
奈
良
時
代
の
任

官
儀
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
早
川
庄
八
茂
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
り
、
主
要
な
関
連
史
料
は
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
考

察
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
私
な
り
に
八
世
紀
任
官
儀
の
実
態
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
、
養
老
令
の
規
定
の
な
か
か
ら
、
任
官
や
任
官
文
書
に
関
わ
る
も
の
を
探
し
出
す
と
、
①
選
叙
令
任
官
条
、
②
選
叙
令
応
選
条
、

③
選
叙
令
官
人
至
任
案
、
④
考
課
令
最
条
（
式
部
）
、
⑤
公
式
令
授
位
任
官
条
、
⑥
公
式
令
文
案
条
、
⑦
公
式
令
任
授
官
位
条
、
の
七
条
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
①
は
勅
任
・
奏
任
・
判
任
・
式
部
判
補
の
区
別
を
定
め
た
も
の
で
、
②
④
は
任
官
者
の
詮
衡
に
あ
た
っ
て
、

徳
行
や
才
用
を
重
視
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
⑥
に
は
、
詔
勅
事
案
・
考
案
・
補
官
解
官
案
な
ど
は
常
に
留
め
る
、
す
な
わ
ち

永
久
保
存
す
る
と
あ
り
、
⑦
に
は
任
皇
宮
位
に
あ
た
っ
て
任
官
簿
と
体
位
簿
を
作
成
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
⑦
の
任
官
簿
は
早
川
氏

の
い
う
よ
う
に
、
後
世
の
諸
司
主
典
已
上
補
任
帳
や
武
官
補
任
意
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
の
主
題
は
任
官
儀
礼
の
分
析

で
あ
る
た
め
、
奏
任
・
判
任
な
ど
の
区
別
や
任
官
者
の
詮
衡
の
問
題
、
さ
ら
に
は
任
官
台
帳
の
保
存
・
修
正
の
問
題
に
は
深
入
り
し
な
い
。

　
さ
て
、
そ
う
な
る
と
残
る
の
は
③
と
⑤
の
二
条
で
あ
る
が
、
⑤
公
式
令
等
位
任
官
条
に
は
、
、

　
　
濡
鼠
位
・
任
官
之
日
甘
辞
、
三
位
以
上
艶
名
後
姓
、
四
位
以
下
先
姓
後
面
、
以
外
、
三
位
以
上
直
称
姓
、
若
右
大
臣
以
上
称
官
名
、
四
位
学
名
後
姓
、
五
位

　
　
先
姓
後
歯
、
六
位
以
下
野
老
称
名
、
唯
於
太
政
官
、
三
位
以
上
称
大
夫
、
四
位
称
姓
、
五
位
先
名
後
姓
、
其
於
寮
以
上
、
四
位
称
大
夫
、
五
位
称
姓
、
六

　
　
位
以
下
称
姓
名
、
司
及
中
国
以
下
、
五
位
称
大
夫
、

と
あ
り
、
授
位
任
官
の
B
と
そ
れ
以
外
の
日
の
官
人
称
呼
法
、
お
よ
び
太
政
官
か
ら
中
国
以
下
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
の
官
人
称
呼
法
が
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定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
養
老
令
制
下
に
は
す
で
に
授
位
・
任
官
の
さ
い
の
「
喚
辞
」
、
す
な
わ
ち
七
人
・
任
人
の
名
を
口

頭
で
宣
布
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
他
の
政
務
や
儀
礼
の
さ
い
の
官
人
称
呼
法
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

『
令
集
解
』
に
引
か
れ
る
古
記
よ
り
、
本
条
は
大
宝
令
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
早
川
庄
八
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
任
官

儀
に
お
け
る
唱
名
の
儀
は
大
宝
令
施
行
直
後
ま
で
遡
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
条
冒
頭
の
「
凡
授
位
・
任
官
之
日
面
辞
」
な
る
一
節
に
は
、
義
解
が
㈲
「
謂
、
在
御
所
而
授
任
之
辞
、
其
在
官
者
、
亦
准
此

例
し
、
解
釈
が
㈲
「
授
位
任
官
、
謂
、
在
御
所
、
若
在
官
者
、
依
下
文
」
、
卓
説
が
㈲
「
草
薬
、
謂
、
只
早
言
称
也
、
於
録
文
、
姓
名
過
称
者
」
、

古
記
が
㈹
「
間
、
一
名
後
姓
、
名
未
知
、
注
畑
鼠
、
答
、
記
書
也
、
言
亦
同
」
な
ど
と
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
㈲
㈲
は
授
位
任
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
さ
い
の
「
喚
辞
」
の
場
を
問
題
と
し
た
も
の
で
、
㈲
の
義
解
は
御
所
（
内
裏
）
に
お
け
る
「
喚
辞
」
と
し
、
宮
（
太
政
官
院
画
朝
堂
院
）
で
の
「
喚

辞
」
も
こ
れ
に
准
じ
る
と
す
る
。
㈲
の
令
釈
も
御
所
（
内
裏
）
で
の
官
位
任
官
と
明
言
し
、
太
政
官
院
儀
で
は
下
文
に
示
し
た
称
呼
法
を
用
い
る

と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
㈲
㈲
は
御
所
で
の
「
喚
辞
」
と
解
す
る
点
で
一
致
し
て
お
り
、
令
釈
が
編
纂
さ
れ
た
延
暦
年
間
に
は
、
叙
位
お

よ
び
任
官
の
さ
い
の
唱
名
の
儀
は
、
内
裏
に
お
い
て
行
う
の
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
太
政
官
院
（
朝
堂
院
）
儀
が
付
記
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　
次
に
、
㈲
㈹
は
や
や
難
解
な
記
事
で
あ
る
が
、
公
民
説
が
「
言
」
と
「
録
文
」
を
対
比
し
、
㈹
古
記
が
「
言
」
と
「
注
書
」
「
愚
書
」
を
対

照
的
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
叙
位
・
任
宮
儀
礼
に
お
け
る
口
頭
墨
色
と
文
書
記
載
の
関
係
を
問
題
に
し
た
記
述
と
推
測
さ
れ
る
。

古
記
は
「
先
名
後
姓
」
と
い
う
「
喚
辞
」
法
と
関
連
し
て
、
任
官
文
書
の
方
も
「
名
を
先
に
し
た
」
人
名
表
記
法
で
、
た
と
え
ば
「
大
伴
万
華

宿
禰
」
な
ど
と
表
記
す
る
の
か
ど
う
か
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
古
記
の
編
纂
さ
れ
た

天
平
年
間
に
は
、
任
官
文
書
た
る
除
鼠
（
召
名
）
が
存
在
し
、
こ
れ
を
読
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
任
官
を
告
知
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た

と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
八
世
紀
の
任
官
儀
に
つ
い
て
は
、
口
頭
宣
布
の
こ
と
ぽ
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
百
名
を
越
え
る
場
合

も
あ
っ
た
任
人
の
名
を
正
確
に
唱
え
る
た
め
に
は
、
も
と
に
な
る
除
目
（
恩
名
）
の
よ
う
な
文
書
が
存
在
し
、
こ
れ
を
読
み
上
げ
た
と
考
え
な
け
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れ
ば
現
実
的
で
は
あ
る
ま
い
。

　
八
世
紀
に
お
け
る
除
目
（
嘉
名
）
の
存
在
を
よ
り
明
確
な
形
で
証
言
す
る
の
が
、
早
川
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
『
除
選
言
』
の
、

　
　
勅
任
奏
任
黄
紙
白
紙
等
事

　
　
　
親
王
任
官
、
大
臣
、
大
中
納
言
、
参
議
、
八
省
卿
、
東
宮
傅
、
左
右
近
大
将
、
左
右
衛
門
督
、
左
右
兵
衛
督
、
左
右
大
弁
、
観
察
使
、

　
　
　
　
已
上
勅
任
等
、
天
平
已
後
大
同
已
前
、
多
用
白
紙
、
用
青
紙
、
或
襲
用
黄
紙
、
弘
仁
以
後
嘉
祥
以
前
、
多
用
黄
紙
、
或
用
白
紙
、
仁
寿
以
後
至
干
今
、

　
　
　
　
皆
用
黄
紙
、
但
先
年
単
記
勅
、
或
重
記
勅
任
、
今
既
皆
記
勅
、
水
天
五
宝
宇
之
間
、
或
大
納
雷
八
省
単
記
太
政
官
謹
奏
、
神
経
伯
記
勅
任
、

と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
平
已
後
・
大
同
庸
愚
の
勅
任
除
目
に
は
多
く
白
紙
か
青
紙
を
用
い
、
希
に
黄
紙
を
用
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
天
平
宝
字
年
間
に
は
大
納
言
・
八
省
卿
を
「
太
政
官
謹
奏
」
と
書
き
、
神
祇
伯
を
「
勅
任
」
と
記
す
例
外
的
な
書
法
が
行
わ
れ
た
と
あ

る
。
鎌
倉
中
期
に
成
立
し
た
『
除
目
抄
』
の
記
載
を
信
じ
る
た
め
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
勅
任
除
目
に
青
紙
を
用
い
る
場
合
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
っ
た
と
い
う
記
述
に
は
看
過
で
き
な
い
面
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
天
平
末
年
に
は
、
任
官
文
書
た
る
勅
任
除
目
と
奏
任
除
目
が
存
在
し
、
こ

れ
に
よ
る
任
人
の
唱
名
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
方
、
③
選
客
主
官
人
至
任
条
に
は
「
凡
官
人
至
任
、
若
雷
撃
文
者
、
不
得
吉
野
」
と
あ
り
、
新
任
官
人
が
任
所
に
至
る
た
め
に
は
、
必
ず

印
文
を
携
行
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
印
文
は
任
文
と
も
い
い
、
後
世
の
任
符
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
令
集
解
』
所

引
の
平
温
や
民
話
の
よ
う
に
、
芳
志
以
上
の
す
べ
て
の
京
官
・
外
官
に
印
文
（
同
量
）
を
与
え
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
古
記
が
「
問
、
若
元
印

鑑
老
、
不
客
受
代
、
有
限
以
不
、
答
、
外
国
不
限
遠
近
貴
賎
、
皆
得
印
文
、
史
生
・
主
政
・
主
帳
等
皆
点
耳
、
唯
畿
内
不
合
」
と
い
い
、
等
角

が
「
此
条
官
人
、
非
唯
長
上
、
何
者
、
外
国
史
生
・
郡
司
・
軍
団
被
任
之
日
、
必
有
副
文
、
此
嵩
置
重
包
軽
之
早
耳
、
今
時
行
事
、
京
官
之
中
、

　
　
　
〔
文
脱
力
〕

武
官
有
任
、
文
官
元
任
文
」
と
い
う
よ
う
に
、
天
平
年
間
に
は
畿
内
を
除
く
外
国
の
官
人
が
印
文
を
得
る
と
さ
れ
、
延
暦
年
間
に
は
京
官
の
う

ち
の
武
官
と
外
官
に
の
み
謬
言
を
交
付
す
る
こ
と
が
「
時
行
事
」
と
さ
れ
て
い
た
。
実
態
的
に
は
中
央
の
文
官
に
は
任
符
が
与
え
ら
れ
ず
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

官
と
地
方
官
（
圏
司
・
史
生
・
郡
司
な
ど
）
に
限
っ
て
、
翌
夕
が
発
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
類
聚
符
宣
言
』
巻
八
、
任
選
良
に
は
、
天
元
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～
永
延
年
間
（
九
七
八
～
九
八
八
）
の
国
司
・
国
博
士
・
国
史
生
・
回
顧
使
・
鎮
守
府
将
軍
な
ど
の
回
虫
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
任

符
は
い
ず
れ
も
弁
・
史
が
署
名
を
加
え
た
太
政
官
符
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
の
任
符
に
関
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
平
安
時
代
に
は
任
官
儀
が
終
了
し
た
の
ち
に
、
除
目
（
召
名
）
の
写
し
を
も
と
に
任
符
が
作
成
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
西
宮
記
』
巻
二
、
除
目
に
は
、
太
政
官
庁
に
お
け
る
唱
名
の
儀
が
終
わ
っ
た
の
ち
、
外
記
が
召
名
の

写
し
を
二
通
作
り
、
任
符
所
と
蔵
人
所
に
各
一
通
ず
つ
送
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
類
聚
符
宜
抄
』
巻
八
、
任
符
事
に
、
次
の
よ

う
な
宣
が
み
え
て
い
る
の
も
、
召
名
と
任
符
の
不
可
分
の
関
係
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
　
　
但
馬
介
藤
原
朝
腕
忠
憲
、
召
名
注
忠
鋼
、

　
　
　
備
中
権
介
弓
削
宿
祢
秋
佐
、
召
名
無
宿
祢
字
、

　
　
右
民
部
卿
中
納
雷
宣
、
件
人
等
、
召
名
未
改
正
之
間
、
且
印
其
任
符
、

　
　
　
　
　
　
仁
和
元
年
三
月
五
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
外
記
高
丘
五
常
暴

　
こ
の
史
料
は
、
召
名
に
記
載
さ
れ
た
道
人
の
姓
や
名
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
正
し
い
姓
名
に
よ
っ
て
任
符
を
作
成
す
る
こ
と
を
指
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
の
で
、
通
常
の
任
符
が
召
名
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
延
喜
式
部
式
上
に
「
凡
除
目
簿
案
一
通
、
除
目
後
五
日
内
、

加
勘
合
、
進
弁
官
」
と
あ
る
の
も
、
弁
官
が
除
目
簿
案
に
依
拠
し
て
、
任
符
を
作
成
す
る
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『
除
目
抄
』

が
「
太
政
富
謹
奏
之
別
紙
」
に
記
入
す
べ
き
陸
奥
出
羽
按
察
使
に
つ
い
て
、
「
承
和
己
後
、
或
重
畳
注
陸
奥
出
羽
、
嘉
祥
已
後
、
只
注
陸
奥
、

依
任
符
時
、
加
出
羽
」
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
艶
名
に
依
拠
し
て
前
極
を
作
る
こ
と
は
、
嘉
祥
か
ら
承
和
の
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
八
世
紀
に
も
除
目
（
実
名
）
が
存
在
し
た
と
す
る
と
、
印
路
（
任
符
）
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
大
宝
令
制
下

に
も
、
こ
の
除
目
（
召
名
）
に
も
と
づ
い
て
印
文
（
任
符
）
が
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
公
式
令
や
選
幻
象
の
令
文
・
注
釈
を
手
が
か
り
に
し
て
、
八
世
紀
に
お
け
る
任
官
儀
の
実
態
を
探
っ
て
き
た
が
、
ω
任
官
文
書
た
る

除
目
（
召
名
）
を
読
み
上
げ
、
参
集
し
た
血
痂
に
任
官
を
告
知
す
る
方
式
は
、
大
宝
令
制
下
に
ま
で
遡
る
こ
と
、
②
少
な
く
と
も
天
平
年
間
に
は
、
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武
官
や
地
方
官
に
晶
帯
（
任
符
）
が
発
給
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
任
符
は
除
目
（
召
名
）
の
写
し
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
③

任
官
儀
は
少
な
く
と
も
延
暦
年
嵩
に
は
御
所
（
内
裏
）
で
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
太
政
官
院
（
朝
堂
院
）
で
行
わ
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

　
そ
こ
で
次
に
、
『
続
日
本
紀
』
の
任
官
記
事
に
目
を
移
し
て
み
た
い
。
『
続
紀
』
に
は
多
く
の
任
官
記
事
が
み
え
る
が
、
奏
任
官
を
含
む
大
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

任
官
記
事
に
は
ほ
と
ん
ど
儀
場
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
奏
任
官
ク
ラ
ス
の
任
官
が
行
わ
れ
た
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、

公
卿
や
勅
任
官
ク
ラ
ス
の
任
官
に
つ
い
て
は
、
ま
れ
に
式
場
を
明
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
一
覧
表
に
ま
と
め
る
と
、
第
一

表
の
よ
う
に
な
る
。
早
川
庄
八
氏
は
こ
の
う
ち
2
と
1
5
の
記
事
に
注
目
し
、
八
世
紀
の
任
官
儀
は
大
極
殿
と
そ
の
前
庭
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

推
定
し
た
。
古
瀬
奈
津
子
氏
も
2
・
4
・
9
の
記
事
を
例
証
と
し
な
が
ら
、
早
川
説
を
追
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
早
川
・
古
瀬
両
氏
の
見
解

は
、
任
官
儀
の
式
場
を
明
記
し
た
『
続
紀
』
記
事
の
一
部
の
み
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
全
体
の
傾
向
を
と
ら
え
た
も
の
と
は
い
え
な

い
。　

第
一
表
を
一
見
す
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
八
世
紀
の
任
官
儀
の
な
か
に
は
、
内
裏
（
内
安
殿
）
で
行
わ
れ
た
例
も
多
い
の
で
あ
る
（
6
・
1
1
．

η
・
1
7
。
1
9
．
2
1
）
。
大
極
殿
で
挙
行
さ
れ
た
例
の
多
く
が
、
即
位
式
（
3
・
1
0
）
や
元
β
朝
賀
（
1
8
）
に
と
も
な
う
任
官
、
あ
る
い
は
麗
回
し
た
官

人
へ
の
送
受
（
2
0
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
大
極
殿
で
の
任
官
儀
礼
は
平
城
宮
に
お
い
て
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
早
川
氏
は
1
5
の
「
庭
」
を
大
極
殿
前
庭
と
解
釈
し
た
が
、
『
滋
藤
』
に
み
え
る
「
庭
」
は
㈲
朝
堂
（
太
政
官
院
）
の
庭
の
ほ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

㈲
内
裏
の
庭
、
ω
皇
后
宮
の
庭
、
㈹
薬
師
寺
な
ど
寺
院
の
庭
な
ど
多
様
な
意
味
を
も
つ
の
で
、
1
5
の
「
庭
」
を
大
極
殿
の
庭
に
限
定
す
る
の
は

正
し
く
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
大
極
殿
に
お
け
る
任
官
儀
が
即
位
・
朝
賀
な
ど
に
と
も
な
う
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
天
平
一
五

年
（
七
四
三
）
以
降
し
ば
し
ば
実
見
さ
れ
る
内
裏
で
の
任
官
儀
の
方
を
こ
そ
一
般
化
す
べ
き
で
あ
り
、
1
5
の
「
庭
」
も
内
裏
の
庭
で
あ
る
と
考
え

た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
内
裏
式
』
に
み
え
た
内
裏
任
官
儀
は
、
公
式
令
集
解
が
引
く
令
釈
説
に
よ
っ
て
、
延
暦
年
間
ま
で
遡
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
さ
ら
に
『
続
紀
』
の
記
事
に
よ
っ
て
、
天
平
一
五
年
頃
ま
で
は
遡
及
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
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第一表　『続日本紀』にみえる任官儀式の儀場

醐　年月　日 儀　　場 任　官　官　名 ‘
i

稽 考

1
2
3
喋
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

3
丞
凸
【
0

1
1
．
⊥

6
7
8
9
0
1
2
3

工
1
1
1
2
2
2
2

大宝元・6・癸卯
慶　雲　2・4・辛未

神亀元・2・甲午
天　平　元・3・甲午

天平12・正・庚子

天平15・5・口出
天　　平　　19。　4　・丁∬β

天平勝宝元・4・甲午

天平勝宝元・4・丁未

天平勝宝元・7・甲午

天平宝字3・6・庚戊

天平宝字4・正・丙寅

天平宝字6・正・癸未

天平神護2・10・壬寅

神護景雲2・11・癸未

宝亀　2・11・乙巳

宝亀9・3・己酉
宝亀10・正・壬寅
天応元・9・戊午
延暦2・2・壬子
延　暦　　3・正・戊子

延暦8・正・己照
門　暦9・琶団3・一コ「丑

太政官

大極殿

大極殿

大極殿

中宮

内裏

南苑

東大審大仏前殿

東大寺大仏前殿

大極殿

内患殿

内安殿

臨軒

法花寺

庭

閣門前握

内裏

大極殿

内裏

大極殿

内裏

南院

近衛府

内舎人九十人

中納言・左大弁・右大弁・

兵部卿・畏部卿

左大臣：

大納言

遣渤海大使

左大臣・中納言・参議

相模守

大納言・中納雷

右大臣：

大納雷・中納言・参議

参議

御史大夫・中納言・儒部卿

・大宰帥

御史大夫・参議

左大臣・右大臣・中納言

：右大弁・勅旨少輔・大丞・

中務大輔・少輔・侍従兼内

蔵頭・宮内卿・兼造法i華寺

長宮・外衛大将・左衛士督

・員外佐・左兵衛督・左馬

頭・河内介・山背守・美作

員外介・長門介・兼大宰帥

・大門

中納言・参議

内割

内大臣

中納言

右大臣（下智）

中納言・中納言

参議

野葬司・山作司・養民司・

下路司

列見

即位・宣命・授位

授位

一位

宴・授位

勢位

宜命・授位

勢位

即位・宣命・授位

宣命・授位

宣命・授位

授位

宣命・授位

宴

宴

受朝

野・授位

勢位

宴・旧位

宴・授位

〔注〕備考瀾の「即位」「受朝」「宴」は即位式や朝賀式・饗宴などにさいして任官が行われたこ

　　とを，「宣命」「授位」は宣命や授位とともに任宮が行われたことを示す。
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八・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

　
一
方
、
八
世
紀
任
官
儀
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
『
早
旦
』
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
も
畢
川
氏
に
よ

っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
『
続
紀
』
神
護
景
雲
二
年
＝
月
癸
三
条
に
、

　
　
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
楓
毎
回
並
立
大
弁
、
従
五
位
下
石
上
朝
臣
家
成
為
勅
旨
少
輔
、
従
五
位
下
紀
朝
臣
門
守
立
大
丞
、
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
雄
田
麻
呂
為

　
　
中
務
大
輔
、
左
中
弁
内
匠
頭
武
蔵
守
如
故
、
従
五
位
下
石
川
朝
臣
真
守
為
少
輔
、
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
是
公
証
侍
従
兼
内
蔵
頭
、
従
三
位
石
川
朝
臣
豊
成

　
　
為
宮
内
卿
、
（
中
略
）
是
日
、
被
任
官
者
、
多
不
会
庭
、
省
掌
代
之
称
唯
、
於
是
、
詔
式
部
兵
部
省
掌
、
始
風
体
笏
、

と
あ
る
の
が
目
を
引
く
。
こ
の
日
、
右
大
弁
・
勅
旨
少
輔
・
大
輔
・
中
務
大
輔
・
少
輔
・
侍
従
兼
内
蔵
頭
・
宮
内
卿
な
ど
の
任
官
が
行
わ
れ
た

が
、
平
人
の
多
く
が
「
庭
」
に
会
さ
な
か
っ
た
た
め
、
式
部
・
兵
部
の
省
掌
が
不
参
者
に
代
わ
っ
て
称
唯
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み

え
る
「
庭
」
が
大
極
殿
前
庭
で
は
な
く
、
内
裏
の
殿
庭
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
後
半
に
は

天
皇
出
御
の
も
と
、
内
裏
に
お
い
て
任
官
の
唱
名
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
省
掌
が
不
参
者
に
代
わ
っ
て
称
耀
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
不
参
者
に
代
わ
っ

て
称
唯
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
聖
人
が
不
参
で
あ
る
か
を
唱
名
以
前
に
把
握
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
が
可
任
人
馬

名
に
よ
る
唱
計
の
儀
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
不
参
者
へ
の
代
称
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
人
の
唱
計
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

で
あ
り
、
可
任
人
歴
名
と
よ
ぼ
れ
た
任
宮
者
名
簿
も
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
の
任
官
式
文
は
、

親
王
の
不
参
者
が
あ
っ
た
場
合
に
、
録
が
代
わ
っ
て
称
罪
す
る
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
参
議
以
上
を
除
く
曙
染
一
般
の
唱
導
を
行
っ
た

の
が
省
掌
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
八
～
九
世
紀
に
は
、
親
王
以
外
の
不
参
者
に
つ
い
て
は
、
省
掌
が
代
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
に
み
え
る
よ
う
な
内
裏
早
宮
儀
の
大
枠
は
、
八
世
紀
に
は
す
で
に
形

づ
く
ら
れ
て
お
り
、
後
世
の
内
裏
任
官
儀
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
儀
礼
が
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
正
倉
院
文
書
中
の
二
つ
の
官
人
歴
名
を
、
任
官
文
書
と
し
て
の
可
上
人
倉
皇
（
の
ち
の
下
名
）
の
案
文
も
し
く
は
写
し
と
み
る
仮
説
を
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提
示
し
た
が
、
八
世
紀
の
任
官
儀
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
え
て
み
る
と
、
天
平
年
問
や
天
平
宝
字
年
間
に
遥
任
人
怪
異
（
癒
任
者
名
簿
）
が
存
在

し
た
と
考
え
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
和
感
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
早
川
庄
八
氏
は
、
大
宝
令
制
下
に
お
い
て
、
す
で
に
後
世
の
任
官

文
書
の
多
く
が
出
揃
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
に
お
け
る
任
官
の
行
事
は
基
本
的
に
は
、
後
世
の
除
目
の
行
事
と
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ

た
と
総
括
し
た
が
、
以
上
に
述
べ
た
私
見
も
、
早
川
氏
の
こ
の
結
論
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

llO　（284）

①
　
令
釈
や
義
解
が
「
御
所
」
と
対
比
し
て
用
い
る
「
宮
」
と
は
、
太
政
宮
院
す
な

　
わ
ち
朝
裳
院
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
太
政
官
院
が
朝
堂
院
の
別
称
で
あ
る
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
保
坂
佳
男
「
朝
堂
院
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
国
史
研
究
会
年
報
』

　
五
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

②
奈
艮
時
代
の
「
勅
」
と
書
き
出
す
文
書
は
「
青
紙
」
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
正

　
倉
院
に
伝
わ
る
東
大
寺
献
物
帳
の
う
ち
「
勅
」
で
は
じ
ま
る
の
は
、
天
平
勝
宝
八

　
歳
七
月
二
六
日
献
物
帳
（
屏
風
花
髭
軒
燈
）
と
天
平
宝
字
二
年
六
月
二
日
献
物
帳

　
（
大
小
王
真
蹟
帳
）
の
二
つ
で
あ
る
が
、
表
紙
，
本
紙
と
も
前
者
は
緑
麻
紙
、
後

　
者
は
憩
麻
紙
で
あ
っ
た
（
関
根
真
隆
「
献
物
帳
の
諸
問
題
」
『
正
倉
院
年
報
隔
　
、

　
一
九
七
九
年
）
。
ま
た
、
法
隆
寺
献
物
帳
も
「
勅
」
と
露
き
出
さ
れ
、
や
は
り
料

　
紙
は
縁
麻
紙
で
あ
る
（
東
京
国
立
博
物
館
『
法
隆
寺
献
納
宝
物
図
録
』
一
九
五
九

　
年
）
。

③
任
符
に
つ
い
て
は
、
坂
上
康
俊
．
武
光
誠
「
臼
木
の
任
官
文
書
と
唐
の
自
身
」

　
（
『
史
学
論
叢
』
七
、
　
一
九
七
七
年
目
、
早
川
庄
八
は
じ
め
に
注
②
論
文
彗
五
九
頁

　
注
⑫
な
ど
を
参
照
。

④
『
類
聚
符
竃
抄
』
巻
八
、
任
威
望
に
は
、
仁
和
年
間
に
出
さ
れ
た
同
様
の
宜
が
、

　
あ
と
三
通
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
六
国
史
に
お
い
て
奏
任
官
以
上
の
大
量
任
官
が
内
裏
二
世
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と

　
を
明
記
す
る
の
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
の
承
和
～
二
年
（
八
四
五
）
正
月
戊
午
条

　
と
長
年
正
月
寧
戌
条
が
最
初
で
あ
る
。

⑥
　
古
瀬
奈
津
子
「
儀
式
に
お
け
る
唐
礼
の
継
受
」
（
池
田
温
編
『
中
国
礼
法
と
日

　
本
律
令
制
』
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年
）
三
六
七
頁
。
な
お
、
『
平
城
宮
発
掘
調

　
査
報
告
』
W
（
一
九
九
三
年
）
　
七
二
頁
（
寺
晦
保
和
氏
執
筆
）
も
、
奈
良
時
代

　
の
叙
位
・
任
官
は
原
則
と
し
て
朝
堂
院
で
行
わ
れ
た
と
す
る
。

⑦
　
ω
は
天
平
一
三
年
三
月
憾
寝
、
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
戌
、
同
三
年
正
月
乙
哲
、

　
同
七
年
正
月
庚
戌
、
天
応
元
年
一
一
月
丁
卯
の
各
条
。
㈲
は
和
鋼
元
年
一
一
月
辛

　
巳
条
と
延
贋
本
員
四
月
羅
臼
条
。
㈲
は
延
暦
四
年
五
月
癸
丑
条
。
㈲
は
天
平
宝
字

　
五
年
八
月
甲
子
条
と
天
平
神
護
元
年
一
〇
月
戊
子
条
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
早
川
庄
八
氏
の
先
駆
的
な
業
績
に
導
か
れ
な
が
ら
、
任
官
儀
礼
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、

る
の
で
、
最
後
に
本
稿
の
要
旨
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

論
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
き
ら
い
が
あ



入・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

　
e
　
正
倉
院
文
書
中
に
伝
わ
る
二
つ
の
官
人
隠
名
A
B
は
、
野
村
忠
夫
氏
に
よ
る
と
、
大
間
書
的
な
任
官
関
係
文
書
の
写
し
か
聞
書
で
あ
り
、

　
　
早
川
庄
八
琉
に
よ
る
と
、
後
世
の
除
目
聞
書
の
先
駆
的
文
書
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
除
目
聞
書
が
八
世
紀
に
ま
で
遡
る
と
い
う

　
　
確
証
は
な
く
、
む
し
ろ
A
B
歴
名
は
後
世
の
除
目
下
名
に
つ
な
が
る
任
官
文
書
、
す
な
わ
ち
『
儀
式
』
や
『
延
喜
式
』
の
い
う
応
任
老
名

　
　
簿
・
可
任
人
歴
名
の
案
文
も
し
く
は
写
し
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
口
　
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
に
よ
る
と
、
平
安
初
期
の
任
官
儀
は
天
皇
出
御
の
も
と
、
内
裏
南
殿
と
そ
の
殿
庭
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　
　
こ
の
内
裏
任
官
儀
は
、
南
門
外
に
参
集
し
た
良
人
を
可
任
人
歴
覧
に
よ
っ
て
点
検
す
る
唱
計
の
儀
と
、
園
庭
に
参
入
し
た
任
人
の
名
を
除

　
　
目
（
召
名
）
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
る
唱
名
の
儀
の
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
一
〇
世
紀
以
降
、
任
官
儀
の
主
流
と
な
っ
た
太
政
官
庁

　
　
儀
で
は
、
任
人
の
参
列
が
前
提
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
南
門
外
で
の
算
計
の
儀
は
消
滅
し
て
、
形
式
化
し
た
下
名
だ
け
が
残
り
、

　
　
や
は
り
形
式
化
し
た
召
名
に
よ
っ
て
、
任
人
名
を
唱
え
る
儀
式
の
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
⇔
　
公
式
令
や
選
叙
令
の
規
定
に
よ
る
と
、
除
目
（
西
名
）
を
読
み
上
げ
て
任
官
を
告
知
す
る
方
式
は
、
大
宝
令
制
定
時
に
ま
で
遡
り
、
こ
れ

　
　
に
古
記
・
令
達
や
『
続
日
本
紀
』
『
除
鼠
抄
』
な
ど
の
記
述
を
加
味
す
る
と
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
中
葉
に
は
内
裏
任
官
儀
が
一
般
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
除
目
（
召
名
）
に
も
と
づ
い
て
武
官
や
地
方
官
に
任
符
が
発
給
さ
れ
る
と
と
も
に
、
内
裏
門
外
に
お
い
て
可
任
人
下
名
を
用
い
た
唱
計
の
儀

　
　
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
が
本
稿
の
要
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
第
一
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
政
務
・
儀
礼
の
内
裏
儀
へ
の
移
行
時
期
で

あ
る
。
現
在
の
通
説
的
見
解
で
は
、
朝
賀
・
即
位
を
除
く
重
要
儀
礼
の
多
く
は
、
平
安
初
期
に
朝
堂
儀
か
ら
内
裏
儀
に
そ
の
重
心
を
移
す
と
さ

れ
、
そ
の
背
景
に
は
官
僚
機
溝
や
政
務
運
営
法
の
変
化
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
考
察
し
た
任
官
儀
礼
や
、
以
前
に
検
討
し
た

　
　
　
　
　
②

正
月
節
会
儀
礼
に
お
い
て
は
、
天
平
末
年
か
ら
天
平
勝
宝
年
間
に
か
け
て
内
裏
儀
へ
の
傾
斜
が
確
認
で
き
、
律
令
国
家
発
足
後
の
早
い
時
期
に

そ
う
し
た
変
化
の
起
き
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
天
皇
の
常
宮
た
る
内
裏
が
朝
堂
院
の
出
現
以
前
か
ら
存
在
し
、
節
会
や
拝
官
の
儀
礼
が

古
い
歴
史
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
内
裏
に
お
い
て
節
会
や
任
官
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
必
ず
し
も
後
出
的
な
も
の
で
は
な
く
、
八
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世
紀
以
前
の
あ
り
方
に
回
帰
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
平
安
初
期
に
お
け
る
朝
堂
儀
か
ら
内
裏
儀
へ
と
い
う
変
遷
の
図
式
に
つ
い

て
ぱ
、
律
令
国
家
の
出
現
以
前
ま
で
を
見
通
し
た
上
で
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
本
稿
の
結
論
と
関
連
し
て
第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
、
任
官
文
書
と
口
頭
宣
布
と
の
関
係
で
あ
る
。
早
川
氏
は
叙
位
・
任
官
の
結
果
が
口
頭

で
本
人
に
伝
達
さ
れ
た
こ
と
や
、
天
皇
の
命
令
が
宣
命
と
し
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
八
世
紀
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
け

る
「
音
声
の
世
界
」
を
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
早
川
氏
は
ま
た
、
僧
綱
へ
の
行
政
命
令
は
養
老
年
間
ま
で
は
口
頭
で
伝
達
さ
れ
て
い

た
と
考
証
し
て
、
大
宝
令
施
行
当
初
の
公
文
書
制
に
は
不
備
な
面
が
あ
り
、
公
文
書
よ
り
も
口
頭
伝
達
の
方
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
述
べ

　
　
③

て
い
る
。
早
川
氏
の
主
張
は
律
令
公
文
書
制
の
限
界
を
指
摘
す
る
と
い
う
文
脈
で
は
注
目
さ
れ
る
が
、
口
頭
宣
布
の
意
義
を
一
面
的
に
強
調
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
点
に
は
疑
問
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
東
野
治
之
氏
は
中
国
重
代
に
お
け
る
詔
書
宣
読
の
実
例
を
紹
介
し
て
、
口
頭
に
よ
る
王
言
の
宣
布
は
必
ず
し
も
文
書
の
存
在
と

矛
盾
・
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
上
申
文
書
と
し
て
の
解
式
の
盛
行
や
「
某
の
前
に
申
す
」
と
い
う
文
書
形
式
の
存
在
を
根
拠
に
、
大

宝
令
前
に
お
い
て
さ
え
、
晴
唐
以
前
の
制
度
の
影
響
を
受
け
た
、
一
定
の
体
系
的
な
文
書
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
論
じ
た
。

東
野
現
の
批
判
は
、
早
川
説
の
問
題
点
を
鋭
く
挟
り
出
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
任
官
儀
に
関
し
て
い
え
ば
、
任
官
の
こ
と
を
口
頭
で
宣
布
す
る
以
前
に
、
そ
の
も
と
と
な
る
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
早

川
氏
は
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
任
人
の
前
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
除
目
（
召
名
）
は
、
唱
名
の
儀
以
前
に
清
書
さ
れ
た
も
の
で
、
天
皇
に

奏
上
さ
れ
た
の
ち
に
正
式
の
公
文
書
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
除
目
（
召
名
）
が
清
書
・
奏
覧
さ
れ
た
段
階
で
、
任
官
者
は
最
終
的
に
確
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
の
で
あ
り
、
天
皇
の
面
前
で
任
官
の
告
知
を
聞
く
か
ど
う
か
は
、
任
官
の
事
実
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

除
鼠
・
任
官
儀
礼
の
全
体
か
ら
み
た
塾
舎
、
任
官
文
書
た
る
除
目
（
山
名
）
の
作
成
・
保
存
こ
そ
が
第
一
義
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
、

除
鼠
の
宣
読
そ
の
も
の
は
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
八
世
紀
中
葉
に
お
い
て
さ
え
任
官
儀
へ
の
不
参
者
が
少
な
く

な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
唱
名
の
儀
の
も
つ
非
実
効
的
性
格
を
示
し
て
い
よ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
宣
命
や
除
目
（
召
名
）
の
こ
と
を
論
じ
る
場
舎
に
は
、
口
頭
宣
布
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
口

頭
で
宣
布
す
る
背
景
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
で
作
成
さ
れ
た
文
書
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
国
語
学
の
方
面
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
命
の
背
景
に
は
漢
文
詔
勅
の
存
在
が
あ
り
、
古
く
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
漢
文
訓
読
の
技
術
を
応
用
し
て
、
宣
命
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

体
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
音
声
の
世
界
」
を
視
野
に
い
れ
た
早
沙
羅
の
研
究
に
は
、
示
竣
さ
れ
る
点
も
少
な
く
な

い
が
、
漢
字
の
使
用
が
本
格
化
す
る
前
の
時
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
の
任
官
儀
礼
を
、
そ
の
よ
う
な
プ
リ
、
・
・
テ
ィ
ヴ
な
口

頭
伝
達
論
で
割
り
切
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
抵
抗
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
律
令
制
下
の
任
官
行
事
の
全
体
像
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
八
世
紀
に
お
け
る
除
目
詮
擬
の
実
態
や
、
任
官
と
関
わ
り
の
深
い
叙
位
儀
礼
の

変
遷
な
ど
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

入・九世紀の内裏任官儀と可任人歴名（西本）

①
　
内
裏
と
大
極
殿
・
朝
堂
院
が
　
直
線
上
に
並
ぶ
平
城
宮
で
は
、
内
裏
南
門
外
の

　
空
間
（
の
ち
の
大
庭
）
は
平
安
宮
ほ
ど
広
く
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
佳
人
の
唱
計

　
程
度
の
儀
礼
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
行
い
え
た
と
思
わ
れ
、
か
り
に
内
裏
南
門
が

　
使
用
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
内
裏
の
い
ず
れ
か
の
門
外
に
お
い
て
唱
計
の
儀
が
行

　
わ
れ
た
も
の
と
推
測
ざ
れ
る
。

②
　
西
本
昌
弘
「
奈
良
時
代
の
正
月
節
会
に
つ
い
て
」
（
続
審
本
紀
研
究
会
編
『
続

　
日
本
紀
の
時
代
』
塙
書
房
、
｛
九
九
四
年
）
。

③
　
早
川
庄
八
「
任
僧
綱
儀
と
任
僧
綱
告
牒
」
（
『
日
本
古
代
官
僚
禰
の
研
究
』
前
掲
、

　
初
出
は
　
九
八
四
年
）
、
同
『
続
田
本
紀
（
古
典
講
読
シ
リ
…
ズ
）
』
（
岩
波
譲
店
、

　
一
九
九
三
年
）
。

④
　
東
野
治
之
「
大
宝
令
成
立
前
後
の
公
文
書
制
度
」
（
亀
田
隆
之
先
生
還
暦
記
念

　
会
編
『
律
令
制
桂
会
の
成
立
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
八
九
年
）
、
新
川
登

　
亀
男
「
古
代
の
文
書
」
（
『
古
代
史
研
究
の
最
前
線
』
三
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八

　
七
年
）
。

⑥
一
〇
世
紀
に
な
る
と
、
除
目
清
書
の
翌
日
に
下
名
や
康
平
の
儀
が
行
わ
れ
る
が
、

　
正
式
な
任
官
の
日
付
け
は
除
目
清
書
ど
翠
霞
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
天
暦
一
一
年

　
（
天
徳
元
年
、
九
五
七
）
の
京
官
除
目
で
は
、
四
月
二
五
日
に
入
眼
・
清
書
、
翌

　
二
六
日
に
下
名
・
唱
名
が
行
わ
れ
た
が
（
『
西
宮
記
』
巻
二
、
除
屠
写
物
）
、
『
公

　
卿
補
任
』
に
み
え
る
こ
の
と
き
の
任
官
者
は
、
い
ず
れ
も
四
月
二
五
日
付
け
で
遷

　
任
し
て
い
る
（
『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
之
十
、
三
三
五
頁
参
照
）
。

⑥
　
佐
藤
仁
之
助
「
宣
命
の
起
源
」
（
『
東
洋
文
化
』
五
九
、
　
｝
九
二
九
年
）
、
粂
川

　
定
一
「
続
目
本
紀
宣
命
」
（
『
上
代
日
本
文
学
講
座
』
四
、
作
品
研
究
篇
、
春
陽

　
堂
、
一
九
三
三
年
）
、
松
本
雅
明
「
宣
命
の
起
源
」
（
西
田
先
生
至
愚
記
念
『
日
本

　
古
代
史
論
叢
』
吉
川
弘
文
館
、
　
｝
九
穴
○
年
）
、
小
谷
博
泰
『
木
簡
と
宣
命
の
国

　
語
学
的
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
年
）
。

（
密
内
庁
書
陵
都
研
究
員

）
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mobility，　and　for　this　reason，　a　stabilized　ruling　class　could　not　take

shape．　The　“Ge£olgschaft”　of　Emperor　Michael　III　（842－867）　plays　an

important　role　in　Beck’s　argument．

　　Becl〈’s　analysis　has　had　a　significant　influence　upon　the　study　of

Byzantine　society．　But　his　approach　has　its　own　shortcomings，　some　of

which　can　be　addressed　with　the　help　of　more　recent．．　scholarship，　like

that　of　F．　Winkelrx！．ann．　ln　this　paper，　the　author　builds　on　Winkel－

man．n’s．　w．　grk，　and，．　considers　the　influence　of　the　“Gefg．　lgschaft”　upon

ninth－cepeury　By！antine．spcial　strqcture．　This．paper　makes　it　c！g，ar　that

iY．［lchael．，III’s　“GefQlgschajt”　consisl　eC．　in　fact　qf・　high－rq．　nking．　othcials．　．

Acc・・di・giyβ瞬’・tbeq・y　th・t．th・By・a・ti・・耳mpi・⑳as　ch・・a・te一

・三・e4．．by．hig畑Q・i・i甲・biiity　dpe・．．・・t．舞．ひ．㌻h・r・ゆ・ξ．　Mi・岬夢1．III・

τ昇stead・：ユt　can　k「e　seen　右hat　high－ranki辞琴．．of丑ρia1『　．Playe．d．季甲P9ギt孕nt

political　roles　during　Michael　III’s　reigri，；，　th．　eSe．Qfll，cials．gpixld．　’even

ゆm・．璽耳・b・tac1・．㌻・a玲鱒per・・吻w・＃t・d‡9．・u玲、　b頭・・W卿ill

a！op，　e．　．　This　raiseS・”the’　qtiestign　of”．how　．．lytich．　ael　III　dealt　with’high

gf．fiptal．s　4n．C．4dmipistered．　tke，　elrp，　pi；b．’　’Thi＄．　p4Per　qeir｝．onstrates，ghat　in

Q．td6；，，．to　hq．Ve’his．byv．4　way，　Mlcha6i．’III　coh＄t，；，4f，tgd．’qn　dxtensive　k．lnship

阜・tw6・k・．画thi・瞬h．h・・ρ¢・Pi・⑩・．　d・φi噂．や・・iゆ・．、　and．．至ゆer

f6・m・d・． ｨp．Qf．Cig’S・．　・S＄・da亡・騨h・嘩．high・帥1・and、were

f・i翻tg．hi・．圃1，、：Th・・u琴h　th・qse・撤野島窪ies・MiChael　III．S・c一

鞭1。bl躍誰h’s　ow⑳’nir瞭［．w’11⑳．P「gse「v’耳9

Th・Cゆ・hy・ゆP・i・tm・pt・t　t与さ1甲P・ri・1　Pqlace

（dairi　ninkangi．燉?任官儀）and‡h♀List　6f．，冷PP6intees

　　（肋π勿●inreleimei洗立人心名）in　Eighth　and　Ninth

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ce．ntury　Japan　’

NISHIMOTo　Masahiro

　　The　ceremony　through　which　higher　bureaucrats　of　the　ancient　court

were　appointed　to　othce　is　called　the　ceremony　of　appointmene，　ninfeangi

任官儀i．With　the　aim　of　reconstructing　the’eighth・century．version　of　this

ceremony，’　Sk6hachi　Hayakawa　has　done　extensive　work　on・　the　relevant

texts，　and　has．　prOved　that　many　parts　of　the　documents　concerning　the
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ceremony　in　the　Heian　era　existed　already　in　the　Nara　era．　But　there

is　no　clear　evide且ce．　that　the　7：lmoku　kileigalei除目聞書of　which　Haya－

1〈awa　took　notice　goes　back　before　the　tenth．century．　There　is　also

some　question　as　to　the．　validity　of　his　hypothesis　that　the　two　feanYin

releimei官人歴名of　the　eigllth　century　in　the　Sh6sδin　treasuye　storehouse

正倉院宝庫can　be　seen　as　precede．nts　for　theブ魏。々％kifeigalei．

　　As　the　original　orina　ninkan　mbnfo下名任官文書used　in　the　ceremony

is　thought　to　have　listed　ail　names　of　appointees　except　the　sangi参議，

the　two　feafijin　rekimei　in　the　Sh6s6in　should　correspond・to　this　orina．

Almost　all　the　former　research・has’oVerlooked，　however，　the　face　tkat

the　1）airi　Shiki内裏式and　Gishiki儀式prescrib6d　the　extremely　ancient
dairi　／／　nin’ ?ｅａｎｇｉ内裏任官儀such；as　the　shOkei加gi．P昌計の儀and．　the

訪δ魏θ∫no　gi唱名の儀．．　During　the　formef．rituai，　apoint6eS　gathering

outside　the　South　Gate　of　the　dairi内裏were　checked　byたαπ伽ブノπ紹勉門司

可任人平名（a．1圭st．of　appointees）一afterwardl　called．orina．　In　the　la七er

ritual，　theブ魏。勧of　Imperia！prices　and　those．　of　the　retainers　were

read　aloud　separately．　These　rituals　should　prove　valuable’　to　any　effort

to’　teconstruct　the　nin’ hangi　of”the　eigltth　century．　Reexamination　o　f

thdse・　dOcumentS　from’　the　eighth　century　makeS　i’tW’o　facts　clear’：　1）

the　Wa文in　which　appojntees　wer6　announbed　by．reading．…theノ伽。勧in

a　loud・voice　in　front　of　theM’　（in　the　presence・of　the’　Emperor）　・goes’

bacl〈　to　the・　beginning・of　the　eighth　century，’ @right　after　the　enforcement

of　Taih6ry6大宝令；2）．the　ceremony．　of．　ninleangi．in　the　court　and　shokei

no　gi”in　connection’・’with　it／　・goes　back　’tb　dt　1east’　as　early　as　the　middle

of　the　eighth　century．”

　　According　tb・　the　accepted　tkeo’rY，　most　of　the’　eburt・　ceremonies　had

moved　their　ceremonia1．piaces．．from　Ch6d6in朝堂院to／　the　dairi　in　the

ear1y　Heian　era，　and　affairs　of／　the　state　and　ceremonies　in　the　eighth

century　had　kept・　strong　traces’ 盾?　traditional　bral　conimunication．　This

paper，　by．coRtrast，’focuses　on”the／readirig　bf　texts／aloud　rather　than．on，

oral　’狽窒≠р奄狽奄盾獅刀D　Through　the’　examination　of　ninhangi，　the　author・shows

that．4α加g∫． 燉?儀i’traditions　are　61der　than　the．　traditions　contained　in

the　c妨4σ9ガ朝堂儀．
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